
JP 6426744 B2 2018.11.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末デバイスによって、外部近距離無線通信タグに接近することによって、外部近距離
無線通信タグ内に記憶されたwireless fidelity (WIFI)アクセスポイント情報を読み取る
ステップであって、前記WIFIアクセスポイント情報は、WIFIアクセスポイントアカウント
と、前記WIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む、ス
テップと、
　前記端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイント情報として、前記読み取られ
たアクセスポイント情報を獲得するステップと、
　前記ターゲットアクセスポイント情報がWIFIアクセスポイント情報である場合、もしWI
FIモジュールが使用不可能ならば、前記端末デバイスによって、自動的に、WIFIモジュー
ルを使用可能にするステップと、
　前記ターゲットアクセスポイント情報に従って、前記ターゲットアクセスポイント情報
が属するアクセスポイントへの無線接続を自動的に確立するステップと
　を含む無線アクセス方法。
【請求項２】
　前記端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイント情報として、前記読み取られ
たアクセスポイント情報を獲得する前記ステップは、
　前記端末デバイスによって、前記読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属す
るアクセスポイントの信号強度値を検出するステップと、



(2) JP 6426744 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

　前記端末デバイスによって、前記ターゲットアクセスポイント情報として、信号強度値
が最大であるアクセスポイントのアクセスポイント情報を選択するステップと
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイント情報として、前記読み取られ
たアクセスポイント情報を獲得する前記ステップは、
　前記端末デバイスによって、前記読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属す
るアクセスポイントの信号強度値を検出するステップと、
　前記端末デバイスによって、前記読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれと、前
記アクセスポイント情報が属する前記アクセスポイントの前記信号強度値とを出力するス
テップと、
　前記端末デバイスによって、アクセスポイント情報のうちの、前記端末デバイスによっ
て出力された前記アクセスポイント情報から前記信号強度値に従ってユーザによって選択
された1つを検出し、ターゲットアクセスポイント情報としてアクセスポイント情報のう
ちの前記1つを使用するステップと
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記端末デバイスによって、前記ターゲットアクセスポイント情報に従って、前記ター
ゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの無線接続を自動的に確立する
前記ステップは、
　前記端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、前記タ
ーゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信し
、ここで、前記無線接続要求は、前記ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛され
た前記アクセスパスワードを含み、前記ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛さ
れた前記アクセスパスワードが正しいことを前記ターゲットアクセスポイントアカウント
が属する前記アクセスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信するス
テップと
　を含む、請求項1、2、または3に記載の方法。
【請求項５】
　前記端末デバイスによって、前記ターゲットアクセスポイント情報に従って、前記ター
ゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの無線接続を自動的に確立する
前記ステップは、
　前記端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、前記タ
ーゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信す
るステップと、
　前記端末デバイスによって、前記ターゲットアクセスポイントアカウントが属する前記
アクセスポイントによって送信されたプロンプト情報を受信するステップであって、前記
プロンプト情報は、前記ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパ
スワードの送信を促すのに使用される、受信するステップと、
　前記端末デバイスによって、前記ターゲットアクセスポイントアカウントが属する前記
アクセスポイントに、前記ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された前記アク
セスパスワードを送信するステップと、
　前記端末デバイスによって、前記ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
前記アクセスパスワードが正しいことを前記ターゲットアクセスポイントアカウントが属
する前記アクセスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信するステッ
プと
　を含む、請求項1、2、または3に記載の方法。
【請求項６】
　プログラムを記憶し、前記プログラムが実行される時に、請求項1から5のいずれか一項
に記載のステップが実行される、コンピュータ記憶媒体。
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【請求項７】
　プロセッサと、インターフェースを使用することによって前記プロセッサに接続された
近距離無線通信(NFC)モジュールおよび入出力モジュールと、バスを使用することによっ
て前記プロセッサに接続されたメモリと、複数のネットワークインターフェースを使用す
ることによって前記プロセッサに接続されたカプラと、前記カプラに接続されたアンテナ
モジュールとを含み、前記メモリは、プログラムコードのグループを記憶し、前記プロセ
ッサは、前記メモリ内に記憶された前記プログラムコードを呼び出すように構成され、
　外部NFCタグに接近することによって、外部NFCタグ内に記憶されたwireless fidelity 
(WIFI)アクセスポイント情報を読み取るために前記NFCモジュールを制御し、ここで、前
記WIFIアクセスポイント情報は、WIFIアクセスポイントアカウントと、前記WIFIアクセス
ポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含み、
　ターゲットアクセスポイント情報として、前記読み取られたアクセスポイント情報を獲
得し、
　前記ターゲットアクセスポイント情報がWIFIアクセスポイント情報である場合、もしWI
FIモジュールが使用不可能ならば、自動的に、WIFIモジュールを使用可能にし、
　前記ターゲットアクセスポイント情報に従って、前記アンテナモジュールと前記ターゲ
ットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントとの間の無線接続を自動的に確立す
る
　ように構成される、端末デバイス。
【請求項８】
　前記プロセッサは、
前記読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイントの信号を検
出するために前記アンテナモジュールを制御し、
前記アクセスポイント情報のそれぞれが属する前記アクセスポイントの、前記アンテナモ
ジュールによって検出された信号強度値を計算し、
前記ターゲットアクセスポイント情報として、信号強度値が最大であるアクセスポイント
のアクセスポイント情報を選択する
　ように構成される、請求項7に記載の端末デバイス。
【請求項９】
　前記プロセッサは、
　前記読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイントの信号を
検出するために前記アンテナモジュールを制御し、
　前記アクセスポイント情報のそれぞれが属する前記アクセスポイントの、前記アンテナ
モジュールによって検出された信号強度値を計算し、
　前記アクセスポイント情報のそれぞれと、前記アクセスポイント情報が属する前記アク
セスポイントの、計算によって入手された前記信号強度値とを出力するために前記入出力
モジュールを制御し、
　前記入出力モジュールによって出力された前記アクセスポイント情報から前記信号強度
値に従ってユーザによって選択されたアクセスポイント情報のうちの1つを検出し、前記
ターゲットアクセスポイント情報としてアクセスポイント情報のうちの前記1つを使用す
るために前記入出力モジュールを制御する
　ように構成される、請求項7に記載の端末デバイス。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、
　前記アンテナモジュールが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアク
セスパスワードが正しいことを前記ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信するようにするために、
前記ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、前記ターゲットアクセスポイント
アカウントが属する前記アクセスポイントに無線接続要求を送信するように前記アンテナ
モジュールを制御することであって、前記無線接続要求は、前記ターゲットアクセスポイ
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ントアカウントに束縛された前記アクセスパスワードを含む、制御すること
　を行うように構成される、請求項7、8、または9に記載の端末デバイス。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、
　前記アンテナモジュールが、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセス
ポイントによって送信された、前記ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードの送信を促すのに使用されるプロンプト情報を受信するようにするた
めに、また、前記アンテナモジュールが、前記ターゲットアクセスポイントアカウントが
属する前記アクセスポイントに、前記ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛され
た前記アクセスパスワードを送信し、前記ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛
された前記アクセスパスワードが正しいことを前記ターゲットアクセスポイントアカウン
トが属する前記アクセスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信する
ようにするために、前記ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、前記ターゲッ
トアクセスポイントアカウントが属する前記アクセスポイントに無線接続要求を送信する
ために前記アンテナモジュールを制御する
　ように構成される、請求項7、8、または9に記載の端末デバイス。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、
　前記読み取られたアクセスポイント情報を記憶するために前記メモリを制御し、
　前記アクセスポイント情報の記憶時間が事前にセットされたしきい値を超えるかどうか
を判定し、前記記憶時間が前記事前にセットされたしきい値を超える場合に、前記記憶さ
れたアクセスポイント情報を削除するために前記メモリを制御する
　ように構成される、請求項7、8、または9に記載の端末デバイス。
【請求項１３】
　端末デバイスと、近距離無線通信タグと、前記端末デバイスとは独立のターゲットアク
セスポイント情報が属するWIFIアクセスポイントとを含み、
　前記近距離無線通信タグは、WIFIアクセスポイント情報を記憶するように構成され、こ
こで、前記WIFIアクセスポイント情報は、WIFIアクセスポイントアカウントと、前記WIFI
アクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含み、
　前記端末デバイスは、
　近距離無線通信タグに接近することによって、前記近距離無線通信タグ内に記憶された
前記WIFIアクセスポイント情報を読み取り、
　前記ターゲットアクセスポイント情報として、前記読み取られたアクセスポイント情報
を獲得し、
　前記ターゲットアクセスポイント情報がWIFIアクセスポイント情報である場合、もしWI
FIモジュールが使用不可能ならば、自動的に、WIFIモジュールを使用可能にし、
　前記ターゲットアクセスポイント情報に従って、前記ターゲットアクセスポイント情報
が属する前記アクセスポイントへの無線接続を自動的に確立するように構成される
　無線アクセスシステム。
【請求項１４】
　前記端末デバイスが、前記ターゲットアクセスポイント情報として、前記読み取られた
アクセスポイント情報を獲得する形は、
　前記端末デバイスが、前記読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアク
セスポイントの信号強度値を検出し、ターゲットアクセスポイントアカウントとして、信
号強度値が最大であるアクセスポイントのアクセスポイント情報を選択するように構成さ
れる
　ことである、請求項13に記載の無線アクセスシステム。
【請求項１５】
　前記端末デバイスが、前記ターゲットアクセスポイント情報として、前記読み取られた
アクセスポイント情報を獲得する形は、
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　前記端末デバイスが、前記読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアク
セスポイントの信号強度値を検出し、前記読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれ
と、前記アクセスポイント情報が属する前記アクセスポイントの前記検出された信号強度
値とを出力し、アクセスポイント情報のうちの、前記端末デバイスによって出力された前
記アクセスポイント情報から前記信号強度値に従ってユーザによって選択された1つを検
出し、前記ターゲットアクセスポイント情報としてアクセスポイント情報のうちの前記1
つを使用するように構成される
　ことである、請求項13に記載の無線アクセスシステム。
【請求項１６】
　前記端末デバイスが、前記ターゲットアクセスポイント情報に従って、前記ターゲット
アクセスポイント情報が属する前記アクセスポイントへの前記無線接続を自動的に確立す
る形は、
　前記端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、前記ターゲッ
トアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントへの無線接続要求を送信するよ
うに構成され、前記無線接続要求は、前記ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛
された前記アクセスパスワードを含み、前記端末デバイスが、前記ターゲットアクセスポ
イントアカウントに束縛された前記アクセスパスワードが正しいことを前記ターゲットア
クセスポイントアカウントが属する前記アクセスポイントが検証した後に送信される無線
接続成功応答を受信するように構成される
　ことである、請求項13、14、または15に記載の無線アクセスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術の分野に関し、具体的には、無線アクセス方法と関連するデバイス
およびシステムとに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、増加する量のWIFIアクセスポイントが、空港、モール、および駅などの公共の場
に展開され、その結果、公共の場にいるユーザが、WIFIアクセスポイントにアクセスする
ことによってインターネットとの相互接続を実施できるようになる。実用的な応用例では
、ユーザがWIFIアクセスポイントにアクセスするプロセスは、一般に、次の通りである。
ユーザは、端末デバイス(たとえば、携帯電話機)上でWIFIアクセスポイント検索を使用可
能にし、端末デバイスが検索によってWIFIアクセスポイントを入手した後に、無線接続要
求をWIFIアクセスポイントに送信し、パスワードを入力するプロンプトがWIFIアクセスポ
イントから受信された後に、ユーザは、パスワードを入力し、端末デバイスは、そのパス
ワードをWIFIアクセスポイントに送信し、WIFIアクセスポイントが、パスワードが正しい
ことを検証した後に、端末デバイスは、WIFIアクセスポイントへのアクセスを許可され、
その結果、端末デバイスとインターネットとの間の相互接続が実施されるようになる。
【０００３】
　実践から、WIFIアクセスポイントにアクセスする前述のプロセスにおいて、ユーザは、
手動でWIFIアクセスポイント検索を使用可能にする必要があるだけではなく、手動でパス
ワードを入力する必要もあることがわかった。その結果、アクセスは、時間を消費し、手
間がかかり、WIFIアクセスポイントへのアクセスの効率は、下げられる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態は、アクセスポイントへのアクセスの効率を効果的に改善することが
できる、無線アクセス方法と関連するデバイスおよびシステムとを開示する。
【０００５】
　本発明の実施形態の第1の態様は、
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　端末デバイスによって、外部近距離無線通信(Near Field Communication、NFC)タグ内
に記憶されたアクセスポイント情報を読み取るステップと、
　端末デバイスによって、読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセ
スポイント情報のうちの1つを獲得し、ターゲットアクセスポイント情報に従って、ター
ゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの無線接続を確立するステップ
と
　を含む無線アクセス方法を開示する。
【０００６】
　本発明の実施形態の第1の態様の第1の可能な実施の形において、端末デバイスによって
、読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの
1つを獲得するステップは、
　端末デバイスによって、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセ
スポイントの信号強度値を検出するステップと、
　端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイント情報として、信号強度値が最大で
あるアクセスポイントのアクセスポイント情報を選択するステップと
　を含む。
【０００７】
　本発明の実施形態の第1の態様の第2の可能な実施の形において、端末デバイスによって
、読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの
1つを獲得するステップは、
　端末デバイスによって、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセ
スポイントの信号強度値を検出するステップと、
　端末デバイスによって、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれと、アクセスポ
イント情報が属するアクセスポイントの信号強度値とを出力するステップと、
　端末デバイスによって、アクセスポイント情報のうちの、端末デバイスによって出力さ
れたアクセスポイント情報から信号強度値に従ってユーザによって選択された1つを検出
し、ターゲットアクセスポイント情報としてアクセスポイント情報のうちの1つを使用す
るステップと
　を含む。
【０００８】
　本発明の実施形態の第1の態様または本発明の実施形態の第1の態様の第1の可能な実施
の形および第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると、本発明の実施形態の第1の態様
の第3の可能な実施の形において、アクセスポイント情報は、アクセスポイントアカウン
トを含む。
【０００９】
　本発明の実施形態の第1の態様の第3の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第1の態様の第4の可能な実施の形において、端末デバイスによって、ターゲットアクセ
スポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの
無線接続を確立するステップは、
　端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲット
アクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信するステッ
プと、
　端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイ
ントによって送信された無線接続成功応答を受信するステップと
　を含む。
【００１０】
　本発明の実施形態の第1の態様または本発明の実施形態の第1の態様の第1の可能な実施
の形および第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると、本発明の実施形態の第1の態様
の第5の可能な実施の形において、アクセスポイント情報は、アクセスポイントアカウン
トとアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む。
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【００１１】
　本発明の実施形態の第1の態様の第5の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第1の態様の第6の可能な実施の形において、端末デバイスによって、ターゲットアクセ
スポイント情報に従って、ターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへ
の無線接続を確立するステップは、
　端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲット
アクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信し、ここで
、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワ
ードを含み、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードが
正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントが検証し
た後に送信される無線接続成功応答を受信するステップと
　を含む。
【００１２】
　本発明の実施形態の第1の態様の第5の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第1の態様の第7の可能な実施の形において、端末デバイスによって、ターゲットアクセ
スポイント情報に従って、ターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへ
の無線接続を確立するステップは、
　端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲット
アクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信するステッ
プと、
　端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイ
ントによって送信されたプロンプト情報を受信するステップであって、プロンプト情報は
、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードの送信を促す
のに使用される、受信するステップと、
　端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイ
ントに、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを送信
するステップと、
　端末デバイスによって、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセス
パスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイ
ントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信するステップと
　を含む。
【００１３】
　本発明の実施形態の第1の態様または本発明の実施形態の第1の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第1の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第1の態様の第8の可能な実施の形において、端末デバイスによって
外部近距離無線通信タグ内に記憶されたアクセスポイント情報を読み取るステップの後に
、方法は、
　端末デバイスによって、アクセスポイント情報を記憶するステップ
　をさらに含む。
【００１４】
　本発明の実施形態の第1の態様の第8の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第1の態様の第9の可能な実施の形において、端末デバイスによって、アクセスポイント
情報を記憶するステップの後に、方法は、
　端末デバイスによって、アクセスポイント情報の記憶時間が事前にセットされたしきい
値を超えるかどうかを判定し、記憶時間が事前にセットされたしきい値を超える場合に、
記憶されたアクセスポイント情報を削除するステップ
　をさらに含む。
【００１５】
　本発明の実施形態の第1の態様の第8の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第1の態様の第10の可能な実施の形において、端末デバイスによって、アクセスポイン
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ト情報を記憶するステップの後に、方法は、
　端末デバイスによって、ユーザによって入力された無線切断指示が受信されたかどうか
を検出し、ユーザによって入力された無線切断指示が受信される場合に、記憶されたアク
セスポイント情報を削除するステップ
　をさらに含む。
【００１６】
　本発明の実施形態の第1の態様または本発明の実施形態の第1の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第1の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第1の態様の第11の可能な実施の形において、アクセスポイント情
報は、WIFIアクセスポイント情報またはBluetooth(登録商標)アクセスポイント情報のう
ちの1つまたは複数を含む。
【００１７】
　本発明の実施形態の第2の態様は、プログラムを記憶し、プログラムが実行される時に
、本発明の実施形態の第1の態様において開示された無線アクセス方法のすべてのステッ
プが実行される、コンピュータ記憶媒体を開示する。
【００１８】
　本発明の実施形態の第3の態様は、
　外部NFCタグ内に記憶されたアクセスポイント情報を読み取るように構成された読取モ
ジュールと、
　読取モジュールによって読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセ
スポイント情報のうちの1つを獲得し、ターゲットアクセスポイント情報のうちの1つを無
線周波数モジュールに出力するように構成された主制御モジュールと、
　主制御モジュールによって出力されたターゲットアクセスポイント情報に従って、ター
ゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの無線接続を確立するように構
成された無線周波数モジュールと
　を含む端末デバイスを開示する。
【００１９】
　本発明の実施形態の第3の態様の第1の可能な実施の形において、主制御モジュールは、
　読取モジュールによって読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセ
スポイントの信号強度値を検出し、信号強度値を選択ユニットに出力するように構成され
た検出ユニットと、
　読取モジュールによって読み取られたアクセスポイント情報から、アクセスポイント情
報のそれぞれが属するアクセスポイントの、検出ユニットによって出力された信号強度値
に従って、ターゲットアクセスポイント情報として、信号強度値が最大であるアクセスポ
イントのアクセスポイント情報を選択し、ターゲットアクセスポイント情報を無線周波数
モジュールに出力するように構成された選択ユニットと
　を含む。
【００２０】
　本発明の実施形態の第3の態様の第2の可能な実施の形において、主制御モジュールは、
　読取モジュールによって読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセ
スポイントの信号強度値を検出し、信号強度値を入出力ユニットに出力するように構成さ
れた第1の検出ユニットと、
　読取モジュールによって読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれと、アクセスポ
イント情報が属するアクセスポイントの、第1の検出ユニットによって検出された信号強
度値とを出力するように構成された入出力ユニットと、
　ターゲットアクセスポイント情報のうちの、入出力ユニットによって出力されたアクセ
スポイント情報から信号強度値に従ってユーザによって選択された1つを検出し、ターゲ
ットアクセスポイント情報のうちの1つを無線周波数モジュールに出力するように構成さ
れた第2の検出ユニットと
　を含む。
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【００２１】
　本発明の実施形態の第3の態様または本発明の実施形態の第3の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第3の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第3の態様の第3の可能な実施の形において、アクセスポイント情報
は、アクセスポイントアカウントを含む。
【００２２】
　本発明の実施形態の第3の態様の第3の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第3の態様の第4の可能な実施の形において、無線周波数モジュールは、主制御モジュー
ルによって出力されたターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットアク
セスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信し、ターゲット
アクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントによって送信された無線接続成功
応答を受信するように構成される。
【００２３】
　本発明の実施形態の第3の態様または本発明の実施形態の第3の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第3の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第3の態様の第5の可能な実施の形において、アクセスポイント情報
は、アクセスポイントアカウントとアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパ
スワードとを含む。
【００２４】
　本発明の実施形態の第3の態様の第5の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第3の態様の第6の可能な実施の形において、無線周波数モジュールは、
　読取モジュールから、主制御モジュールによって出力されたターゲットアクセスポイン
トアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパ
スワードを読み取り、アクセスパスワードを通信ユニットに出力するように構成された読
取ユニットと、
　主制御モジュールによって出力されたターゲットアクセスポイントアカウントに従って
、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送
信するように構成された通信ユニットであって、無線接続要求は、ターゲットアクセスポ
イントアカウントに束縛された、読取ユニットによって出力されたアクセスパスワードを
含み、通信ユニットは、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパ
スワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイン
トが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信するように構成される、通信ユニッ
トと
　を含む。
【００２５】
　本発明の実施形態の第3の態様の第5の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第3の態様の第7の可能な実施の形において、無線周波数モジュールは、
　主制御モジュールによって出力されたターゲットアクセスポイントアカウントに従って
、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送
信し、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントによって送信さ
れたプロンプト情報を受信し、読取ユニットを使用可能にするように構成された通信ユニ
ットであって、プロンプト情報は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードの送信を促すのに使用される、通信ユニットと、
　読取モジュールから、主制御モジュールによって出力されたターゲットアクセスポイン
トアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパ
スワードを読み取り、アクセスパスワードを通信ユニットに出力するように構成された読
取ユニットと
　を含み、通信ユニットは、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポ
イントに、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを送
信し、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードが正しい
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ことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントが検証した後に
送信される無線接続成功応答を受信するようにさらに構成される。
【００２６】
　本発明の実施形態の第3の態様または本発明の実施形態の第3の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第3の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第3の態様の第8の可能な実施の形において、端末デバイスは、
　読取モジュールによって読み取られたアクセスポイント情報を記憶するように構成され
た記憶モジュール
　をさらに含む。
【００２７】
　本発明の実施形態の第3の態様の第8の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第3の態様の第9の可能な実施の形において、端末デバイスは、
　記憶モジュールによるアクセスポイント情報の記憶の記憶時間が事前にセットされたし
きい値を超えるかどうかを判定し、記憶時間が事前にセットされたしきい値を超える場合
に、第1の制御モジュールを使用可能にするように構成された処理モジュールと、
　記憶モジュールによって記憶されたアクセスポイント情報を削除するように構成された
第1の制御モジュールと
　をさらに含む。
【００２８】
　本発明の実施形態の第3の態様の第8の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第3の態様の第10の可能な実施の形において、端末デバイスは、
　ユーザによって入力された無線切断指示が受信されたかどうかを検出し、ユーザによっ
て入力された無線切断指示が受信される場合に、第2の制御モジュールを使用可能にする
ように構成された第3の検出モジュールと、
　記憶モジュールによって記憶されたアクセスポイント情報を削除するように構成された
第2の制御モジュールと
　をさらに含む。
【００２９】
　本発明の実施形態の第3の態様または本発明の実施形態の第3の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第3の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第3の態様の第11の可能な実施の形において、
　アクセスポイント情報は、WIFIアクセスポイント情報またはBluetooth(登録商標)アク
セスポイント情報のうちの1つまたは複数を含む。
【００３０】
　本発明の実施形態の第4の態様は、プロセッサと、インターフェースを使用することに
よってプロセッサに接続された近距離無線通信NFCモジュールおよび入出力モジュールと
、バスを使用することによってプロセッサに接続されたメモリと、複数のネットワークイ
ンターフェースを使用することによってプロセッサに接続されたカプラと、カプラに接続
されたアンテナモジュールとを含み、メモリは、プログラムコードのグループを記憶し、
プロセッサは、メモリ内に記憶されたプログラムコードを呼び出すように構成され、
　外部NFCタグ内に記憶されたアクセスポイント情報を読み取るためにNFCモジュールを制
御し、
　読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの
1つを獲得し、ターゲットアクセスポイント情報に従って、アンテナモジュールとターゲ
ットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントとの間の無線接続を確立する
　ように構成される、端末デバイスを開示する。
【００３１】
　本発明の実施形態の第4の態様の第1の可能な実施の形において、プロセッサは、
　読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイントの信号を検出
するためにアンテナモジュールを制御し、
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　アクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイントの、アンテナモジュールに
よって検出された信号強度値を計算し、
　ターゲットアクセスポイント情報として、信号強度値が最大であるアクセスポイントの
アクセスポイント情報を選択する
　ように構成される。
【００３２】
　本発明の実施形態の第4の態様の第2の可能な実施の形において、プロセッサは、
　読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイントの信号を検出
するためにアンテナモジュールを制御し、
　アクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイントの、アンテナモジュールに
よって検出された信号強度値を計算し、
　アクセスポイント情報のそれぞれと、アクセスポイント情報が属するアクセスポイント
の、計算によって入手された信号強度値とを出力するために入出力モジュールを制御し、
　アクセスポイント情報のうちの、入出力モジュールによって出力されたアクセスポイン
ト情報から信号強度値に従ってユーザによって選択されたいずれかを検出し、ターゲット
アクセスポイント情報としてアクセスポイント情報のうちのいずれかを使用するために入
出力モジュールを制御する
　ように構成される。
【００３３】
　本発明の実施形態の第4の態様または本発明の実施形態の第4の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第4の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第4の態様の第3の可能な実施の形において、アクセスポイント情報
は、アクセスポイントアカウントを含む。
【００３４】
　本発明の実施形態の第4の態様の第3の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第4の態様の第4の可能な実施の形において、プロセッサは、
　アンテナモジュールが、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイ
ントによって送信された無線接続成功応答を受信するようにするために、ターゲットアク
セスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントに無線接続要求を送信するためにアンテナモジュールを制御する
　ように構成される。
【００３５】
　本発明の実施形態の第4の態様または本発明の実施形態の第4の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第4の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第4の態様の第5の可能な実施の形において、アクセスポイント情報
は、アクセスポイントアカウントとアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパ
スワードとを含む。
【００３６】
　本発明の実施形態の第4の態様の第5の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第4の態様の第6の可能な実施の形において、プロセッサは、
　アンテナモジュールが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセス
パスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイ
ントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信するようにするために、ターゲッ
トアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属す
るアクセスポイントに無線接続要求を送信するようにアンテナモジュールを制御すること
であって、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセ
スパスワードを含む、制御すること
　を行うように構成される。
【００３７】
　本発明の実施形態の第4の態様の第5の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態



(12) JP 6426744 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

の第4の態様の第7の可能な実施の形において、プロセッサは、
　アンテナモジュールが、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイ
ントによって送信された、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセス
パスワードの送信を促すのに使用されるプロンプト情報を受信するようにするために、ま
た、アンテナモジュールが、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポ
イントに、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを送
信し、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードが正しい
ことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントが検証した後に
送信される無線接続成功応答を受信するようにするために、ターゲットアクセスポイント
アカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイント
に無線接続要求を送信するためにアンテナモジュールを制御する
　ように構成される。
【００３８】
　本発明の実施形態の第4の態様または本発明の実施形態の第4の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第4の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第4の態様の第8の可能な実施の形において、プロセッサは、
　読み取られたアクセスポイント情報を記憶するためにメモリを制御する
　ように構成される。
【００３９】
　本発明の実施形態の第4の態様の第8の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第4の態様の第9の可能な実施の形において、プロセッサは、
　アクセスポイント情報の記憶時間が事前にセットされたしきい値を超えるかどうかを判
定し、記憶時間が事前にセットされたしきい値を超える場合に、記憶されたアクセスポイ
ント情報を削除するためにメモリを制御する
　ように構成される。
【００４０】
　本発明の実施形態の第4の態様の第8の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第4の態様の第10の可能な実施の形において、プロセッサは、
　入出力モジュールが、ユーザによって入力された無線切断指示を受信するかどうかを検
出し、入出力モジュールが、ユーザによって入力された無線切断指示を受信する場合に、
記憶されたアクセスポイント情報を削除するためにメモリを制御する
　ように構成される。
【００４１】
　本発明の実施形態の第4の態様または本発明の実施形態の第4の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第4の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第4の態様の第11の可能な実施の形において、アクセスポイント情
報は、WIFIアクセスポイント情報またはBluetooth(登録商標)アクセスポイント情報のう
ちの1つまたは複数を含む。
【００４２】
　本発明の実施形態の第5の態様は、端末デバイスと、近距離無線通信タグと、端末デバ
イスとは独立のターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントとを含み、
　近距離無線通信タグは、アクセスポイント情報を記憶するように構成され、
　端末デバイスは、近距離無線通信タグ内に記憶されたアクセスポイント情報を読み取り
、読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの
1つを獲得し、ターゲットアクセスポイント情報に従って、ターゲットアクセスポイント
情報が属するアクセスポイントへの無線接続を確立するように構成される
　無線アクセスシステムを開示する。
【００４３】
　本発明の実施形態の第5の態様の第1の可能な実施の形において、端末デバイスが、読み
取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの1つを
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獲得する形は、具体的には、
　端末デバイスが、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイ
ントの信号強度値を検出し、ターゲットアクセスポイントアカウントとして、信号強度値
が最大であるアクセスポイントのアクセスポイント情報を選択するように構成される
　ことである。
【００４４】
　本発明の実施形態の第5の態様の第2の可能な実施の形において、端末デバイスが、読み
取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの1つを
獲得する形は、具体的には、
　端末デバイスが、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイ
ントの信号強度値を検出し、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれと、アクセス
ポイント情報が属するアクセスポイントの検出された信号強度値とを出力し、アクセスポ
イント情報のうちの、端末デバイスによって出力されたアクセスポイント情報から信号強
度値に従ってユーザによって選択された1つを検出し、ターゲットアクセスポイント情報
としてアクセスポイント情報のうちの1つを使用するように構成される
　ことである。
【００４５】
　本発明の実施形態の第5の態様または本発明の実施形態の第5の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第5の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第5の態様の第3の可能な実施の形において、アクセスポイント情報
は、アクセスポイントアカウントを含む。
【００４６】
　本発明の実施形態の第5の態様の第3の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第5の態様の第4の可能な実施の形において、端末デバイスが、ターゲットアクセスポイ
ント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの無線接
続を確立する形は、具体的には、
　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセ
スポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信し、ターゲットア
クセスポイントアカウントが属するアクセスポイントによって送信された無線接続成功応
答を受信するように構成される
　ことである。
【００４７】
　本発明の実施形態の第5の態様または本発明の実施形態の第5の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第5の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第5の態様の第5の可能な実施の形において、アクセスポイント情報
は、アクセスポイントアカウントとアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパ
スワードとを含む。
【００４８】
　本発明の実施形態の第5の態様の第5の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第5の態様の第6の可能な実施の形において、端末デバイスが、ターゲットアクセスポイ
ント情報に従って、ターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの無線
接続を確立する形は、具体的には、
　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセ
スポイントアカウントが属するアクセスポイントへの無線接続要求を送信するように構成
され、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパ
スワードを含み、端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信するように構成される
　ことである。
【００４９】
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　本発明の実施形態の第5の態様の第5の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第5の態様の第7の可能な実施の形において、端末デバイスが、ターゲットアクセスポイ
ント情報に従って、ターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの無線
接続を確立する形は、具体的には、
　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセ
スポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信し、ターゲットア
クセスポイントアカウントが属するアクセスポイントによって送信されたプロンプト情報
を受信するように構成され、プロンプト情報は、ターゲットアクセスポイントアカウント
に束縛されたアクセスパスワードの送信を促すのに使用され、端末デバイスが、ターゲッ
トアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに、ターゲットアクセスポイン
トアカウントに束縛されたアクセスパスワードを送信し、ターゲットアクセスポイントア
カウントに束縛されたアクセスパスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントア
カウントが属するアクセスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信す
るように構成される
　ことである。
【００５０】
　本発明の実施形態の第5の態様または本発明の実施形態の第5の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第5の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第5の態様の第8の可能な実施の形において、端末デバイスは、外部
近距離無線通信タグ内に記憶されたアクセスポイント情報を読み取った後に、アクセスポ
イント情報を記憶するようにさらに構成される。
【００５１】
　本発明の実施形態の第5の態様の第8の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第5の態様の第9の可能な実施の形において、端末デバイスは、アクセスポイント情報を
記憶した後に、アクセスポイント情報の記憶時間が事前にセットされたしきい値を超える
かどうかを判定し、記憶時間が事前にセットされたしきい値を超える場合に、記憶された
アクセスポイント情報を削除するようにさらに構成される。
【００５２】
　本発明の実施形態の第5の態様の第8の可能な実施の形を参照すると、本発明の実施形態
の第5の態様の第10の可能な実施の形において、端末デバイスは、アクセスポイント情報
を記憶した後に、ユーザによって入力された無線切断指示が受信されたかどうかを検出し
、ユーザによって入力された無線切断指示が受信される場合に、記憶されたアクセスポイ
ント情報を削除するようにさらに構成される。
【００５３】
　本発明の実施形態の第5の態様または本発明の実施形態の第5の態様の第1の可能な実施
の形および本発明の実施形態の第5の態様の第2の可能な実施の形のいずれかを参照すると
、本発明の実施形態の第5の態様の第11の可能な実施の形において、アクセスポイント情
報は、WIFIアクセスポイント情報とBluetooth(登録商標)アクセスポイント情報とのうち
の1つまたは複数を含む。
【００５４】
　従来技術と比較して、本発明の実施形態は、以下の有益な効果を有する。
【００５５】
　本発明の実施形態において、端末デバイスは、NFCタグ内に記憶されたアクセスポイン
ト情報を読み取ることができ、読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットア
クセスポイント情報のうちの1つを獲得することができ、さらに、端末デバイスは、ター
ゲットアクセスポイント情報に従って、ターゲットアクセスポイント情報が属するアクセ
スポイントへの無線接続を確立することができ、これによって、ターゲットアクセスポイ
ント情報が属するアクセスポイントへのアクセスを自動的に実施する。本発明の実施形態
を実施することは、手動でアクセスポイント検索を使用可能にすることおよびユーザによ
って手動でパスワードを入力することなどの動作を回避することができ、その結果、アク
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セスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善できるようになる。
【００５６】
　本発明の実施形態の技術的解決策をより明瞭に説明するために、以下で、実施形態を説
明するために必要な添付図面を短く説明する。明らかに、以下の説明における添付図面は
、単に本発明のいくつかの実施形態を示し、当業者は、それでも、創作的労力を伴わずに
これらの添付図面から他の図面を導出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の実施形態による無線アクセス方法を示す概略流れ図である。
【図２】本発明の実施形態による別の無線アクセス方法を示す概略流れ図である。
【図３】本発明の実施形態による別の無線アクセス方法を示す概略流れ図である。
【図４】本発明の実施形態による別の無線アクセス方法を示す概略流れ図である。
【図５】本発明の実施形態による別の無線アクセス方法を示す概略流れ図である。
【図６】本発明の実施形態による、WIFIアクセスポイントアカウントと、端末デバイスに
よって出力される、WIFIアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセスポイントの信
号強度値とを示す概略インターフェース図である。
【図７】本発明の実施形態による別の無線アクセス方法を示す概略流れ図である。
【図８】本発明の実施形態による端末デバイスを示す概略構造図である。
【図９】本発明の実施形態による別の端末デバイスを示す概略構造図である。
【図１０】本発明の実施形態による別の端末デバイスを示す概略構造図である。
【図１１】本発明の実施形態による別の端末デバイスを示す概略構造図である。
【図１２】本発明の実施形態による別の端末デバイスを示す概略構造図である。
【図１３】本発明の実施形態による別の端末デバイスを示す概略構造図である。
【図１４】本発明の実施形態による別の端末デバイスを示す概略構造図である。
【図１５】本発明の実施形態による無線アクセスシステムを示す概略ネットワーク図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　以下では、本発明の実施形態における添付図面を参照して、本発明の実施形態における
技術的解決策を明瞭かつ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実
施形態のすべてではなく、単にその一部である。創作的労力を伴わずに本発明の実施形態
に基づいて当業者が入手する他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲内に含まれなけ
ればならない。
【００５９】
　本発明の実施形態は、アクセスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善するこ
とができる、無線アクセス方法と関連するデバイスおよびシステムとを開示する。詳細な
説明は、以下で別々に提供される。
【００６０】
　図1を参照すると、図1は、本発明の実施形態による無線アクセス方法の概略流れ図であ
る。図1内に示された無線アクセス方法は、以下のステップを含むことができる。
【００６１】
　101　端末デバイスが、外部NFCタグ内に記憶されたアクセスポイント情報を読み取る。
【００６２】
　102　端末デバイスが、読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセ
スポイント情報のうちの1つを獲得し、ターゲットアクセスポイント情報に従って、ター
ゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの無線接続を確立する。
【００６３】
　本発明のこの実施形態において、端末デバイスは、スマートフォン、タブレットコンピ
ュータ、携帯情報端末(Personal Digital Assistant、PDA)、またはNCFモジュールを有す
るモバイルインターネットデバイス(Mobile Internet Devices、MID)などの端末デバイス
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を含むことができ、これを本発明のこの実施形態において後で繰り返すことはしない。端
末デバイスは、少なくとも1つのプロセッサを含むことができ、端末デバイスは、少なく
とも1つのプロセッサの制御の下で働くことができる。
【００６４】
　本発明のこの実施形態において、ユーザは、外部NFCタグに接近するために端末デバイ
スを保持することができ、その結果、端末デバイスは、端末デバイスのNCFモジュールを
使用することによって、外部NFCタグ内に記憶されたアクセスポイント情報を読み取るこ
とができるようになる。
【００６５】
　オプションの実施の形において、NFCタグは、1つのアクセスポイント情報だけを記憶す
ることができ、あるいは、NFCタグは、複数のアクセスポイント情報を記憶することがで
き、これは、本発明のこの実施形態において限定されない。
【００６６】
　オプションの実施の形において、アクセスポイント情報は、WIFIアクセスポイント情報
とBluetooth(登録商標)アクセスポイント情報とのうちの1つまたは複数を含むことができ
る。WIFIアクセスポイント情報は、WIFIアクセスポイントアカウントとWIFIアクセスポイ
ントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含むことができ、Bluetooth(登録商
標)アクセスポイント情報は、Bluetooth(登録商標)アクセスポイントアカウントとBlueto
oth(登録商標)アクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含むこ
とができる。
【００６７】
　オプションの実施の形において、前述のステップ102において、端末デバイスが、読み
取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの1つを
獲得することは、以下のステップを含むことができる。
【００６８】
　ステップ(11)　端末デバイスが、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属す
るアクセスポイントの信号強度値を検出する。
【００６９】
　ステップ(12)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイント情報として、信号強度値
が最大であるアクセスポイントのアクセスポイント情報を選択する。
【００７０】
　ステップ(11)およびステップ(12)を実行することによって、端末デバイスは、ターゲッ
トアクセスポイント情報として、信号強度値が最大であるアクセスポイントのアクセスポ
イント情報をバックグラウンドで自動的に選択することができる。
【００７１】
　別のオプションの実施の形において、前述のステップ102において、端末デバイスが、
読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの1
つを獲得することは、以下のステップを含むことができる。
【００７２】
　ステップ(21)　端末デバイスが、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属す
るアクセスポイントの信号強度値を検出する。
【００７３】
　ステップ(22)　端末デバイスが、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれと、ア
クセスポイント情報が属するアクセスポイントの信号強度値とを出力する。
【００７４】
　ステップ(23)　端末デバイスが、アクセスポイント情報のうちの、端末デバイスによっ
て出力されたアクセスポイント情報から信号強度値に従ってユーザによって選択された1
つを検出し、ターゲットアクセスポイントアカウントとしてアクセスポイント情報のうち
の1つを使用する。
【００７５】
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　ステップ(21)～(23)を実行することによって、ユーザは、ターゲットアクセスポイント
情報として所望のアクセスポイント情報を選択することができる。
【００７６】
　本発明のこの実施形態において、アクセスポイント情報は、アクセスポイントアカウン
トを含むことができ、あるいは、アクセスポイント情報は、アクセスポイントアカウント
とアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含むことができ、こ
れは、本発明のこの実施形態において限定されない。
【００７７】
　たとえば、アクセスポイント情報がアクセスポイントアカウントを含む時に、前述のス
テップ102において、端末デバイスが、ターゲットアクセスポイント情報に従ってターゲ
ットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの無線接続を確立することは、以
下のステップを含むことができる。
【００７８】
　ステップ(31)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、タ
ーゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信し
、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワ
ードを含む。
【００７９】
　ステップ(32)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信する。
【００８０】
　ステップ(31)およびステップ(32)を実行することによって、アクセスパスワードが要求
されない場合に、端末デバイスは、端末デバイスとターゲットアクセスポイント情報が属
するアクセスポイントとの間の無線接続を確立するために、ターゲットアクセスポイント
情報が属するアクセスポイントに自動的にアクセスすることができる。
【００８１】
　別の例に関して、アクセスポイント情報が、アクセスポイントアカウントとアクセスポ
イントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む時に、前述のステップ102に
おいて、端末デバイスが、ターゲットアクセスポイント情報に従って、ターゲットアクセ
スポイント情報が属するアクセスポイントへの無線接続を確立することは、以下のステッ
プを含むことができる。
【００８２】
　ステップ(41)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、タ
ーゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信し
、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワ
ードを含む。
【００８３】
　ステップ(42)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信する。
【００８４】
　ステップ(41)およびステップ(42)を実行することによって、アクセスパスワードが要求
される場合に、端末デバイスは、端末デバイスとターゲットアクセスポイント情報が属す
るアクセスポイントとの間の無線接続を確立するために、ターゲットアクセスポイント情
報が属するアクセスポイントにすばやく自動的にアクセスすることができる。
【００８５】
　別の例に関して、アクセスポイント情報が、アクセスポイントアカウントとアクセスポ
イントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む時に、前述のステップ102に
おいて、端末デバイスが、ターゲットアクセスポイント情報に従って、ターゲットアクセ
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スポイント情報が属するアクセスポイントへの無線接続を確立することは、以下のステッ
プを含むことができる。
【００８６】
　ステップ(51)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、タ
ーゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信す
る。
【００８７】
　ステップ(52)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントによって送信されたプロンプト情報を受信し、プロンプト情報は、ターゲッ
トアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードの送信を促すのに使用さ
れる。
【００８８】
　ステップ(53)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントに、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワー
ドを送信する。
【００８９】
　ステップ(54)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信する。
【００９０】
　ステップ(51)およびステップ(52)を実行することによって、アクセスパスワードが要求
される場合に、端末デバイスは、端末デバイスとターゲットアクセスポイント情報が属す
るアクセスポイントとの間の無線接続を確立するために、既存の無線アクセスの形を使用
することによって、ターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントに自動的
にアクセスすることができる。
【００９１】
　オプションの実施の形において、図1内で説明される無線アクセス方法において、ステ
ップ101を実行した後に、端末デバイスは、読み取られたアクセスポイント情報をさらに
記憶することができる。
【００９２】
　別のオプションの実施の形において、図1内で説明される無線アクセス方法において、
端末デバイスが、読み取られたアクセスポイント情報を記憶した後に、端末デバイスは、
アクセスポイント情報の記憶時間が事前にセットされたしきい値を超えるかどうかをさら
に判定し、記憶時間が事前にセットされたしきい値を超える場合に、記憶されたアクセス
ポイント情報を削除すことができる。代替案では、端末デバイスが、読み取られたアクセ
スポイント情報を記憶した後に、端末デバイスは、ユーザによって入力された無線切断指
示が受信されたかどうかを検出し、ユーザによって入力された無線切断指示が受信される
場合に、記憶されたアクセスポイント情報を削除することができる。したがって、アクセ
スポイント情報によって占められる端末デバイスの記憶空間を解放することができる。
【００９３】
　本発明のこの実施形態において、図1内で説明される無線アクセス方法において、手動
でアクセスポイント検索を使用可能にすることおよびユーザによって手動でパスワードを
入力することなどの動作を回避することができ、その結果、アクセスポイントにアクセス
する際の効率を効果的に改善できるようになる。
【００９４】
　図2を参照すると、図2は、本発明の実施形態による無線アクセス方法の概略流れ図であ
る。図2内で説明される無線アクセス方法において、アクセスポイント情報が、アクセス
ポイントアカウントとそのアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワード
とを含む例が、説明のために使用される。図2内に示された無線アクセス方法は、以下の
ステップを含むことができる。
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【００９５】
　201　端末デバイスが、外部NFCタグ内に記憶されたアクセスポイントアカウントとその
アクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを読み取る。
【００９６】
　本発明のこの実施形態において、ユーザは、外部NFCタグに接近するために端末デバイ
スを保持することができ、その結果、端末デバイスは、端末デバイスのNCFモジュールを
使用することによって、外部NFCタグ内に記憶されたアクセスポイントアカウントとその
アクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを読み取ることができる
ようになる。
【００９７】
　本発明のこの実施形態において、NFCタグは、1つのアクセスポイントアカウントとその
アクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとのみを記憶することがで
き、あるいは、NFCタグは、複数のアクセスポイントアカウントとその複数のアクセスポ
イントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを記憶することができ、これは、本発
明のこの実施形態において限定されない。
【００９８】
　本発明のこの実施形態において、アクセスポイントアカウントは、アクセスポイント名
(たとえば、TP-LINK1)、アクセスポイント識別子、および類似物を含むことができる。
【００９９】
　本発明のこの実施形態において、アクセスポイントアカウントは、WIFIアクセスポイン
トアカウントとすることができ、あるいは、Bluetooth(登録商標)アクセスポイントアカ
ウントとすることができる。具体的には、NFCタグが、複数のアクセスポイントアカウン
トと複数のアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを記憶する時
に、NFCタグ内に記憶される複数のアクセスポイントアカウントは、WIFIアクセスポイン
トアカウントだけを含むことができ、あるいは、Bluetooth(登録商標)アクセスポイント
アカウントだけを含むことができ、あるいは、いくつかのWIFIアクセスポイントアカウン
トといくつかのBluetooth(登録商標)アクセスポイントアカウントとを含むことができる
。
【０１００】
　202　端末デバイスが、読み取られたアクセスポイントアカウントに従って1つのターゲ
ットアクセスポイントアカウントを獲得し、そのターゲットアクセスポイントアカウント
およびそのターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードに従
って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントへの無線接続を
確立する。
【０１０１】
　本発明のこの実施形態において、NFCタグが、1つのアクセスポイントアカウントとその
アクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとのみを含む時には、端末
デバイスは、読み取られたアクセスポイントアカウントをターゲットアクセスポイントア
カウントとして使用することができる。
【０１０２】
　本発明のこの実施形態において、NFCタグが、複数のアクセスポイントアカウントと複
数のアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む時には、端末
デバイスは、ターゲットアクセスポイントアカウントとして、読み取られたアクセスポイ
ントアカウントから任意のアクセスポイントアカウントを選択することができる。代替案
では、端末デバイスは、読み取られたアクセスポイントアカウントのそれぞれが属するア
クセスポイントの信号強度値を検出し、ターゲットアクセスポイントアカウントとして、
信号強度値が最大であるアクセスポイントのアクセスポイントアカウントを選択すること
ができる。代替案では、端末デバイスは、読み取られたアクセスポイントアカウントのそ
れぞれが属するアクセスポイントの信号強度値を検出し、読み取られたアクセスポイント
アカウントのそれぞれと、アクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントの検出
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された信号強度値とを出力することができ、アクセスポイントアカウントのうちの、端末
デバイスによって出力されたアクセスポイントアカウントから信号強度値に従ってユーザ
によって選択された1つを検出し、ターゲットアクセスポイントアカウントとしてそのア
クセスポイントアカウントを使用することができる。
【０１０３】
　本発明のこの実施形態において、ステップ202において、端末デバイスが、ターゲット
アクセスポイントアカウントとそのターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードとに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセ
スポイントへの無線接続を確立することは、以下のステップを実行することによって実施
され得る。
【０１０４】
　ステップ(A1)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、タ
ーゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信し
、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワ
ードを含む。
【０１０５】
　ステップ(B1)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信する。
【０１０６】
　本発明のこの実施形態において、ターゲットアクセスポイントアカウントがWIFIアクセ
スポイントアカウントである時に、端末デバイスは、ターゲットアクセスポイントアカウ
ントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信するために、WIFIモジュールを使用
可能にすることができ(WIFIモジュールが使用可能にされている場合には、WIFIモジュー
ルをもう一度使用可能にする必要はない)、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイン
トアカウントに束縛されたアクセスパスワードを含む。
【０１０７】
　本発明のこの実施形態において、ターゲットアクセスポイントアカウントがBluetooth(
登録商標)アクセスポイントアカウントである時に、端末デバイスは、ターゲットアクセ
スポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信するために、Blue
tooth(登録商標)モジュールを使用可能にすることができ(Bluetooth(登録商標)モジュー
ルが使用可能にされている場合には、Bluetooth(登録商標)モジュールをもう一度使用可
能にする必要はない)、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛
されたアクセスパスワードを含む。
【０１０８】
　本発明のこの実施形態において、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントは、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワー
ドが、ローカルにセットされたアクセスパスワードと同一であるかどうかを検証すること
ができ、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードが、ロ
ーカルにセットされたアクセスパスワードと同一である場合には、ターゲットアクセスポ
イントアカウントに束縛されたアクセスパスワードが正しいことを検証することができ、
この場合に、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントは、無線
接続成功応答を端末デバイスに送信することができ、あるいは、ターゲットアクセスポイ
ントアカウントに束縛されたアクセスパスワードが、ローカルにセットされたアクセスパ
スワードとは異なる場合には、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアク
セスパスワードが誤っていることを検証し、この場合には、ターゲットアクセスポイント
アカウントが属するアクセスポイントは、無線接続失敗応答を端末デバイスに送信するこ
とができる。
【０１０９】
　本発明のこの実施形態において、ターゲットアクセスポイントアカウントが、WIFIアク
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セスポイントアカウントである時に、端末デバイスは、ターゲットアクセスポイントアカ
ウントが属するアクセスポイントが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛され
たアクセスパスワードが正しいことを検証した後に送信された無線接続成功応答を、WIFI
モジュールを使用することによって受信することができる。
【０１１０】
　本発明のこの実施形態において、ターゲットアクセスポイントアカウントが、Bluetoot
h(登録商標)アクセスポイントアカウントである時に、端末デバイスは、ターゲットアク
セスポイントアカウントが属するアクセスポイントが、ターゲットアクセスポイントアカ
ウントに束縛されたアクセスパスワードが正しいことを検証した後に送信された無線接続
成功応答を、Bluetooth(登録商標)モジュールを使用することによって受信することがで
きる。
【０１１１】
　本発明のこの実施形態において、ステップ202において、端末デバイスが、ターゲット
アクセスポイントアカウントとそのターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードとに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセ
スポイントへの無線接続を確立することも、以下のステップを実行することによって実施
され得る。
【０１１２】
　ステップ(A2)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、タ
ーゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を送信す
る。
【０１１３】
　ステップ(B2)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントによって送信されたプロンプト情報を受信し、プロンプト情報は、ターゲッ
トアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードの送信を促すのに使用さ
れる。
【０１１４】
　ステップ(C2)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントに、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワー
ドを送信する。
【０１１５】
　ステップ(D4)　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアク
セスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信する。
【０１１６】
　前述のステップ201に基づいて、端末デバイスが、読み取られたアクセスポイントアカ
ウントに従ってターゲットアクセスポイントアカウントのうちの1つを獲得した後に、本
発明を、前述のステップ(A2)～(D4)を参照して実施することもでき、これは、本発明のこ
の実施形態において限定されない。本発明が、前述のステップ(A2)～(D4)を参照して実施
される時には、既存の無線アクセスプロセスを使用することができる。
【０１１７】
　図2内で説明される方法において、手動でアクセスポイント検索を使用可能にすること
およびユーザによって手動でパスワードを入力することなどの動作を回避することができ
、その結果、アクセスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善できるようになる
。
【０１１８】
　図3を参照すると、図3は、本発明の実施形態による別の無線アクセス方法の概略流れ図
である。図3内に示された無線アクセス方法においては、外部NFCタグが、1つのWIFIアク
セスポイント情報だけを記憶すると仮定され、WIFIアクセスポイント情報は、WIFIアクセ
スポイントアカウントとそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパス
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ワードとを含む。無線アクセスプロセスは、NFCタグが1つのBluetooth(登録商標)アクセ
スポイント情報(Bluetooth(登録商標)アクセスポイントアカウントとそのBluetooth(登録
商標)アクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む)だけを記憶
する時に、同一であり、これを本発明のこの実施形態において繰り返すことはしない。
【０１１９】
　図3内に示された無線アクセス方法において、1つのWIFIアクセスポイントアカウントと
そのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを、前もって外
部NFCタグに書き込むことができ、そのNFCタグを、固定された位置に取り付けることがで
きる。
【０１２０】
　本発明のこの実施形態において、WIFIアクセスポイントの管理ユーザは、1つのWIFIア
クセスポイントアカウントとそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセス
パスワードとを外部NFCタグに書き込むことができる。たとえば、WIFIアクセスポイント
の管理ユーザは、スマートフォンのNFCアプリケーションにアクセスし、1つのWIFIアクセ
スポイントアカウントとそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパス
ワードとをNFCアプリケーションに手動で入力した後に、1つのWIFIアクセスポイントアカ
ウントとそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを外部
NFCタグに書き込むために、スマートフォンを外部NFCタグに接近させることができる。代
替案では、WIFIアクセスポイントの管理ユーザは、スマートフォンのNFCアプリケーショ
ンにアクセスし、スマートフォン内に記憶された1つのWIFIアクセスポイントアカウント
とそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとをNFCアプリ
ケーションから呼び出し、その後、1つのWIFIアクセスポイントアカウントとそのWIFIア
クセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを外部NFCタグに書き込む
ために、スマートフォンを外部NFCタグに接近させることができる。
【０１２１】
　たとえば、NFCタグを、空港、モール、および駅などの公共の場内の固定された位置に
取り付けることができ、あるいは、NFCタグを、家屋内の固定された位置に取り付けるこ
とができる。
【０１２２】
　図3内に示されているように、無線アクセス方法は、以下のステップを含むことができ
る。
【０１２３】
　301　端末デバイスのNFCモジュールを使用可能にする。
【０１２４】
　302　端末デバイスが外部NFCタグ内に記憶された1つのWIFIアクセスポイントアカウン
トとそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを読み取る
ようにするために、外部NFCタグに接近するために端末デバイスを保持する。
【０１２５】
　本発明のこの実施形態において、ユーザは、端末デバイスが、端末デバイスのNCFモジ
ュールを使用することによって、外部NFCタグ内に記憶された1つのWIFIアクセスポイント
アカウントとそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを
読み取るようにするために、外部NFCタグに接近するために端末デバイスを保持すること
ができる。
【０１２６】
　303　端末デバイスが、読み取られた1つのWIFIアクセスポイントアカウントとそのWIFI
アクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを記憶する。
【０１２７】
　304　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントとして、読み取られた1
つのWIFIアクセスポイントアカウントを使用し、ターゲットアクセスポイントアカウント
に従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセスポイントに無線
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接続要求を送信し、この無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛
されたアクセスパスワードを含む。
【０１２８】
　本発明のこの実施形態において、端末デバイスは、WIFIモジュールを使用することによ
って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセスポイントに無線接続
要求を送信することができ、この無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウン
トに束縛されたアクセスパスワードを含む。
【０１２９】
　305　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセス
パスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセス
ポイントが検証した後に送信された無線接続成功応答を受信し、WIFIアクセスポイントに
成功裏に接続する。
【０１３０】
　306　端末デバイスが、WIFIアクセスポイントアカウントおよびそのWIFIアクセスポイ
ントアカウントに束縛されたアクセスパスワードの記憶時間が事前にセットされたしきい
値(たとえば、2時間)を超えるかどうかを判定し、記憶時間が事前にセットされたしきい
値を超える場合には、記憶されたWIFIアクセスポイントアカウントおよびそのWIFIアクセ
スポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを削除する。
【０１３１】
　記憶時間が、事前にセットされたしきい値を超えない場合には、端末デバイスは、記憶
されたWIFIアクセスポイントアカウントおよびそのWIFIアクセスポイントアカウントに束
縛されたアクセスパスワードを削除する必要がない。
【０１３２】
　ある実施の形において、その代わりに、端末デバイスは、ユーザによって入力された無
線切断指示が受信されたかどうかを検出し、ユーザによって入力された無線切断指示が受
信される場合に、記憶されたWIFIアクセスポイントアカウントとそのWIFIアクセスポイン
トアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを削除することができ、あるいは、ユー
ザによって入力された無線切断指示が受信されない場合には、記憶されたWIFIアクセスポ
イントアカウントとそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワー
ドとを削除する必要はない。
【０１３３】
　図3内で説明される方法において、端末デバイスは、WIFIアクセスポイントへの自動ア
クセスを完了できるだけではなく、手動でアクセスポイント検索を使用可能にすることお
よびユーザによって手動でパスワードを入力することなどの動作を回避することもでき、
その結果、WIFIアクセスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善できるようにな
る。
【０１３４】
　図4を参照すると、図4は、本発明の実施形態による別の無線アクセス方法の概略流れ図
である。図4内に示された無線アクセス方法においては、NFCタグが、複数のWIFIアクセス
ポイント情報だけを記憶すると仮定され、WIFIアクセスポイント情報のそれぞれは、WIFI
アクセスポイントアカウントとそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセ
スパスワードとを含む。無線アクセスプロセスは、NFCタグが複数のBluetooth(登録商標)
アクセスポイント情報(すなわち、Bluetooth(登録商標)アクセスポイント情報のそれぞれ
が、Bluetooth(登録商標)アクセスポイントアカウントとそのBluetooth(登録商標)アクセ
スポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む)を記憶する時、または
、NFCタグがいくつかのBluetooth(登録商標)アクセスポイント情報といくつかのWIFIアク
セスポイント情報とを記憶する時に、同一であり、これを本発明のこの実施形態において
繰り返すことはしない。
【０１３５】
　図4内に示された無線アクセス方法において、複数のWIFIアクセスポイントアカウント
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および複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを、前も
って外部NFCタグに書き込むことができ、その外部NFCタグを、固定された位置に取り付け
ることができる。
【０１３６】
　本発明のこの実施形態において、WIFIアクセスポイントの管理ユーザは、複数のWIFIア
クセスポイントアカウントと複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセ
スパスワードとを外部NFCタグに書き込むことができる。たとえば、WIFIアクセスポイン
トの管理ユーザは、スマートフォンのNFCアプリケーションにアクセスし、複数のWIFIア
クセスポイントアカウントとその複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたア
クセスパスワードとをNFCアプリケーションに手動で入力した後に、複数のWIFIアクセス
ポイントアカウントとその複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセス
パスワードとを外部NFCタグに書き込むために、スマートフォンを外部NFCタグに接近させ
ることができる。代替案では、WIFIアクセスポイントの管理ユーザは、スマートフォンの
NFCアプリケーションにアクセスし、スマートフォン内に記憶された複数のWIFIアクセス
ポイントアカウントとその複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセス
パスワードとをNFCアプリケーションから呼び出し、その後、複数のWIFIアクセスポイン
トアカウントとその複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワ
ードとを外部NFCタグに書き込むために、スマートフォンを外部NFCタグに接近させること
ができる。
【０１３７】
　たとえば、NFCタグを、空港、モール、および駅などの公共の場内の固定された位置に
取り付けることができ、あるいは、NFCタグを、家屋内の固定された位置(たとえば、壁)
に取り付けることができる。
【０１３８】
　図4内に示されているように、無線アクセス方法は、以下のステップを含むことができ
る。
【０１３９】
　401　端末デバイスのNFCモジュールを使用可能にする。
【０１４０】
　402　端末デバイスが外部NFCタグ内に記憶された複数のWIFIアクセスポイントアカウン
トとその複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを読
み取るようにするために、外部NFCタグに接近するために端末デバイスを保持する。
【０１４１】
　本発明のこの実施形態において、ユーザは、端末デバイスが、端末デバイスのNCFモジ
ュールを使用することによって、外部NFCタグ内に記憶された複数のWIFIアクセスポイン
トアカウントとその複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワ
ードとを読み取るようにするために、外部NFCタグに接近するために端末デバイスを保持
することができる。
【０１４２】
　403　端末デバイスが、読み取られた複数のWIFIアクセスポイントアカウントとその複
数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを記憶する。
【０１４３】
　404　端末デバイスが、読み取られたWIFIアクセスポイントアカウントのそれぞれが属
するWIFIアクセスポイントの信号強度値を検出する。
【０１４４】
　WIFIアクセスポイントの信号強度値は、一般に、dBの単位で表される。
【０１４５】
　405　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントとして、信号強度値が
最大であるWIFIアクセスポイントのWIFIアクセスポイントアカウントを選択し、ターゲッ
トアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属す
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るWIFIアクセスポイントに無線接続要求を送信し、無線接続要求は、ターゲットアクセス
ポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを含む。
【０１４６】
　たとえば、ステップ404において、端末デバイスが、WIFIアクセスポイントアカウントT
P-LINK1が属するWIFIアクセスポイントの信号強度値が-70dBであり、WIFIアクセスポイン
トアカウントTP-LINK2が属するWIFIアクセスポイントの信号強度値が-60dBであり、WIFI
アクセスポイントアカウントTP-LINK3が属するWIFIアクセスポイントの信号強度値が-50d
Bであることを検出すると仮定され、ステップ405において、端末デバイスは、ターゲット
アクセスポイントアカウントとして、信号強度値が最大であるWIFIアクセスポイントのWI
FIアクセスポイントアカウントTP-LINK1を選択することができる。
【０１４７】
　本発明のこの実施形態において、ステップ404およびステップ405を実行することによっ
て、端末デバイスは、ターゲットアクセスポイントアカウントとして、信号強度値が最大
であるWIFIアクセスポイントのWIFIアクセスポイントアカウントをバックグラウンドで自
動的に選択することができる。
【０１４８】
　本発明のこの実施形態において、端末デバイスは、WIFIモジュールを使用することによ
って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセスポイントに無線接続
要求を送信することができ、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに
束縛されたアクセスパスワードを含む。
【０１４９】
　406　端末デバイスは、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセス
パスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセス
ポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信し、WIFIアクセスポイントに
成功裏に接続する。
【０１５０】
　407　端末デバイスが、WIFIアクセスポイントアカウントとそのWIFIアクセスポイント
アカウントに束縛されたアクセスパスワードとの記憶時間が事前にセットされたしきい値
(たとえば、2時間)を超えるかどうかを判定し、記憶時間が事前にセットされたしきい値
を超える場合に、記憶されたWIFIアクセスポイントアカウントとそのWIFIアクセスポイン
トアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを削除する。
【０１５１】
　記憶時間が、事前にセットされたしきい値を超えない場合には、端末デバイスは、記憶
されたWIFIアクセスポイントアカウントおよびそのWIFIアクセスポイントアカウントに束
縛されたアクセスパスワードを削除する必要がない。
【０１５２】
　ある実施の形では、その代わりに、端末デバイスは、ユーザによって入力された無線切
断指示が受信されたかどうかを検出し、ユーザによって入力された無線切断指示が受信さ
れる場合に、記憶されたWIFIアクセスポイントアカウントおよびそのWIFIアクセスポイン
トアカウントに束縛されたアクセスパスワードを削除することができ、あるいは、ユーザ
によって入力された無線切断指示が受信されない場合には、記憶されたWIFIアクセスポイ
ントアカウントおよびそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワ
ードを削除する必要はない。
【０１５３】
　図4内で説明される方法において、端末デバイスは、WIFIアクセスポイントへの自動ア
クセスを完了できるだけではなく、手動でアクセスポイント検索を使用可能にすることお
よびユーザによって手動でパスワードを入力することなどの動作を回避することもでき、
その結果、WIFIアクセスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善できるようにな
る。
【０１５４】
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　図5を参照すると、図5は、本発明の実施形態による別の無線アクセス方法の概略流れ図
である。図5内に示された無線アクセス方法においては、NFCタグが、複数のWIFIアクセス
ポイント情報だけを記憶すると仮定され、WIFIアクセスポイント情報のそれぞれは、WIFI
アクセスポイントアカウントとそのWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセ
スパスワードとを含む。無線アクセスプロセスは、NFCタグが複数のBluetooth(登録商標)
アクセスポイント情報(すなわち、Bluetooth(登録商標)アクセスポイント情報のそれぞれ
は、Bluetooth(登録商標)アクセスポイントアカウントとそのBluetooth(登録商標)アクセ
スポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む)を記憶する時、または
、NFCタグがいくつかのBluetooth(登録商標)アクセスポイント情報といくつかのWIFIアク
セスポイント情報とを記憶する時に、同一であり、これを本発明のこの実施形態において
繰り返すことはしない。
【０１５５】
　図5内に示された無線アクセス方法において、複数のWIFIアクセスポイントアカウント
および複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを、前も
って外部NFCタグに書き込むことができ、その外部NFCタグを、固定された位置に取り付け
ることができる。
【０１５６】
　図5内に示されているように、無線アクセス方法は、以下のステップを含むことができ
る。
【０１５７】
　501　端末デバイスのNFCモジュールを使用可能にする。
【０１５８】
　502　端末デバイスが外部NFCタグ内に記憶された複数のWIFIアクセスポイントアカウン
トとその複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを読
み取るようにするために、外部NFCタグに接近するために端末デバイスを保持する。
【０１５９】
　本発明のこの実施形態において、ユーザは、端末デバイスが、端末デバイスのNCFモジ
ュールを使用することによって、外部NFCタグ内に記憶された複数のWIFIアクセスポイン
トアカウントとその複数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワ
ードとを読み取るようにするために、外部NFCタグに接近するために端末デバイスを保持
することができる。
【０１６０】
　503　端末デバイスが、読み取られた複数のWIFIアクセスポイントアカウントとその複
数のWIFIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを記憶する。
【０１６１】
　504　端末デバイスが、読み取られたWIFIアクセスポイントアカウントのそれぞれが属
するWIFIアクセスポイントの信号強度値を検出する。
【０１６２】
　505　端末デバイスが、読み取られたWIFIアクセスポイントアカウントのそれぞれと、
そのWIFIアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセスポイントの信号強度値とを出
力する。
【０１６３】
　506　端末デバイスが、WIFIアクセスポイントアカウントのうちの、出力されたWIFIア
クセスポイントアカウントから信号強度値に従ってユーザによって選択された1つを検出
し、ターゲットアクセスポイントアカウントとしてそのWIFIアクセスポイントアカウント
を使用し、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイン
トアカウントが属するWIFIアクセスポイントに無線接続要求を送信し、無線接続要求は、
ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを含む。
【０１６４】
　たとえば、ステップ504において、端末デバイスが、WIFIアクセスポイントアカウントT
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P-LINK1が属するWIFIアクセスポイントの信号強度値が-70dBであり、WIFIアクセスポイン
トアカウントTP-LINK2が属するWIFIアクセスポイントの信号強度値が-60dBであり、WIFI
アクセスポイントアカウントTP-LINK3が属するWIFIアクセスポイントの信号強度値が-50d
Bであることを検出すると仮定され、ステップ505において、端末デバイスは、図6内に示
されているように、WIFIアクセスポイントアカウントのそれぞれと、そのWIFIアクセスポ
イントアカウントが属するWIFIアクセスポイントの信号強度値とを出力することができる
。対応して、ステップ506において、端末デバイスは、端末デバイスによって出力されるW
IFIアクセスポイントアカウントから、図6内に示された信号強度値に従ってユーザによっ
て選択される任意のWIFIアクセスポイントアカウントを検出し、そのWIFIアクセスポイン
トアカウントをターゲットアクセスポイントアカウントとして使用することができる。た
とえば、端末デバイスは、端末デバイスによって出力されるWIFIアクセスポイントアカウ
ントから、図6内に示された信号強度値-60dBに従ってユーザによって選択されるWIFIアク
セスポイントアカウントTP-LINK2を検出し、WIFIアクセスポイントアカウントTP-LINK2を
ターゲットアクセスポイントアカウントとして使用することができる。
【０１６５】
　本発明のこの実施形態において、ステップ504～506を実行することによって、ユーザは
、ターゲットアクセスポイントアカウントとして所望のWIFIアクセスポイントアカウント
を選択することができる。
【０１６６】
　一実施形態において、その代わりに、ユーザは、信号強度値という選択の基礎を考慮し
なくてもよく、端末デバイスによって出力されるWIFIアクセスポイントアカウントから任
意のWIFIアクセスポイントアカウントを選択することができる。対応して、ステップ506
において、端末デバイスは、端末デバイスによって出力されるWIFIアクセスポイントアカ
ウントからユーザによって選択された任意のWIFIアクセスポイントアカウントを検出し、
そのWIFIアクセスポイントアカウントをターゲットアクセスポイントアカウントとして使
用することができる。
【０１６７】
　本発明のこの実施形態において、WIFIアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセ
スポイントの信号強度値の、端末デバイスによる出力の目的は、ユーザがWIFIアクセスポ
イントアカウントを選択するための選択の基礎を提供することである。確かに、ユーザは
、そのような選択の基礎を無視することができ、任意のWIFIアクセスポイントアカウント
(すなわち、WIFIアクセスポイント名)を直接に選択することができる。
【０１６８】
　本発明のこの実施形態において、端末デバイスは、WIFIモジュールを使用することによ
って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセスポイントに無線接続
要求を送信することができ、この無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウン
トに束縛されたアクセスパスワードを含む。
【０１６９】
　507　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセス
パスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセス
ポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信し、WIFIアクセスポイントに
成功裏に接続する。
【０１７０】
　508　端末デバイスが、WIFIアクセスポイントアカウントおよびそのWIFIアクセスポイ
ントアカウントに束縛されたアクセスパスワードの記憶時間が事前にセットされたしきい
値(たとえば、2時間)を超えるかどうかを判定し、記憶時間が事前にセットされたしきい
値を超える場合に、記憶されたWIFIアクセスポイントアカウントおよびそのWIFIアクセス
ポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを削除する。
【０１７１】
　ある実施の形においては、その代わりに、端末デバイスは、ユーザによって入力された
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無線切断指示が受信されたかどうかを検出し、ユーザによって入力された無線切断指示が
受信される場合に、記憶されたWIFIアクセスポイントアカウントおよびそのWIFIアクセス
ポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを削除することができる。
【０１７２】
　図5内で説明される方法において、端末デバイスは、WIFIアクセスポイントへの自動ア
クセスを完了できるだけではなく、手動でアクセスポイント検索を使用可能にすることお
よびユーザによって手動でパスワードを入力することなどの動作を回避することもでき、
その結果、WIFIアクセスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善できるようにな
る。
【０１７３】
　図7を参照すると、図7は、本発明の実施形態による別の無線アクセス方法の概略流れ図
である。図7内に示された無線アクセス方法においては、NFCタグが、複数のWIFIアクセス
ポイント情報だけを記憶すると仮定され、WIFIアクセスポイント情報のそれぞれは、WIFI
アクセスポイントアカウントだけを含む。図7内に示された無線アクセス方法においては
、複数のWIFIアクセスポイントアカウントを、前もって外部NFCタグに書き込むことがで
き、その外部NFCタグを、固定された位置に取り付けることができる。
【０１７４】
　図7内に示されているように、無線アクセス方法は、以下のステップを含むことができ
る。
【０１７５】
　701　端末デバイスの外部NFCモジュールを使用可能にする。
【０１７６】
　702　端末デバイスが外部NFCタグ内に記憶された複数のWIFIアクセスポイントアカウン
トを読み取るようにするために、外部NFCタグに接近するために端末デバイスを保持する
。
【０１７７】
　本発明のこの実施形態において、ユーザは、端末デバイスが、端末デバイスのNCFモジ
ュールを使用することによって、外部NFCタグ内に記憶された複数のWIFIアクセスポイン
トアカウントを読み取るようにするために、外部NFCタグに接近するために端末デバイス
を保持することができる。
【０１７８】
　703　端末デバイスが、複数の読み取られたWIFIアクセスポイントアカウントを記憶す
る。
【０１７９】
　704　端末デバイスが、読み取られたWIFIアクセスポイントアカウントのそれぞれが属
するWIFIアクセスポイントの信号強度値を検出する。
【０１８０】
　705　端末デバイスが、読み取られたWIFIアクセスポイントアカウントのそれぞれと、
読み取られたWIFIアクセスポイントアカウントのそれぞれが属するWIFIアクセスポイント
の信号強度値とを出力する。
【０１８１】
　706　端末デバイスが、WIFIアクセスポイントアカウントのうちの、出力されたWIFIア
クセスポイントアカウントから信号強度値に従ってユーザによって選択された1つを検出
し、ターゲットアクセスポイントアカウントとしてそのWIFIアクセスポイントアカウント
を使用し、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイン
トアカウントが属するWIFIアクセスポイントに無線接続要求を送信する。
【０１８２】
　本発明のこの実施形態において、ステップ704～706を実行することによって、ユーザは
、ターゲットアクセスポイントアカウントとして所望のWIFIアクセスポイントアカウント
を選択することができる。
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【０１８３】
　一実施形態において、その代わりに、ユーザは、信号強度値という選択の基礎を考慮し
なくてもよく、端末デバイスによって出力されるWIFIアクセスポイントアカウントから任
意のWIFIアクセスポイントアカウントを選択することができる。対応して、ステップ706
において、端末デバイスは、端末デバイスによって出力されるWIFIアクセスポイントアカ
ウントからユーザによって選択された任意のWIFIアクセスポイントアカウントを検出し、
そのWIFIアクセスポイントアカウントをターゲットアクセスポイントアカウントとして使
用することができる。
【０１８４】
　本発明のこの実施形態において、端末デバイスは、WIFIモジュールを使用することによ
って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセスポイントに無線接続
要求を送信することができ、この無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウン
トに束縛されたアクセスパスワードを含む。
【０１８５】
　707　端末デバイスが、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するWIFIアクセス
ポイントがターゲットアクセスポイントを検証した後に送信される無線接続成功応答を受
信し、WIFIアクセスポイントに成功裏に接続する。
【０１８６】
　708　端末デバイスが、WIFIアクセスポイントアカウントの記憶時間が事前にセットさ
れたしきい値(たとえば、2時間)を超えるかどうかを判定し、記憶時間が事前にセットさ
れたしきい値を超える場合に、記憶されたWIFIアクセスポイントアカウントおよびそのWI
FIアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを削除する。
【０１８７】
　ある実施の形においては、その代わりに、端末デバイスは、ユーザによって入力された
無線切断指示が受信されたかどうかを検出し、ユーザによって入力された無線切断指示が
受信される場合に、記憶されたWIFIアクセスポイントアカウントを削除することができる
。
【０１８８】
　図7内で説明される方法において、端末デバイスは、WIFIアクセスポイントへの自動ア
クセスを完了できるだけではなく、手動でアクセスポイント検索を使用可能にすることお
よびユーザによって手動でパスワードを入力することなどの動作を回避することもでき、
その結果、WIFIアクセスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善できるようにな
る。
【０１８９】
　図8を参照すると、図8は、本発明の実施形態による端末デバイスの概略構造図である。
図8内に示されているように、端末デバイスは、
　外部NFCタグ内に記憶されたアクセスポイント情報を読み取るように構成された読取モ
ジュール801と、
　読取モジュール801によって読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットア
クセスポイント情報のうちの1つを獲得し、ターゲットアクセスポイント情報のうちの1つ
を無線周波数モジュール803に出力するように構成された主制御モジュール802と、
　主制御モジュール802によって出力されたターゲットアクセスポイント情報に従って、
ターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントへの無線接続を確立するよう
に構成された無線周波数モジュール803と
　を含むことができる。
【０１９０】
　本発明のこの実施形態において、物理的実施態様において、読取モジュール801を、NFC
モジュールによって実装することができ、物理的実施態様において、主制御モジュール80
2を、プロセッサまたはCPUなどのハードウェアによって実装することができ、物理的実施
態様において、無線周波数モジュール803を、通信ユニットなどのハードウェアによって
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実装することができる。
【０１９１】
　本発明のこの実施形態において、図8内で説明される端末デバイスは、アクセスポイン
トへの自動アクセスを完了できるだけではなく、手動でアクセスポイント検索を使用可能
にすることおよびユーザによって手動でパスワードを入力することなどの動作を回避する
こともでき、その結果、アクセスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善できる
ようになる。
【０１９２】
　図9を一緒に参照すると、図9は、本発明の実施形態による別の端末デバイスの概略構造
図である。図9内に示された端末デバイスは、図8内に示された端末デバイスを最適化する
ことによって入手される。図8内に示された端末デバイスと比較して、図9内に示された端
末デバイスは、
　読取モジュール801によって読み取られたアクセスポイント情報を記憶するように構成
された記憶モジュール804
　をさらに含むことができる。
【０１９３】
　物理的実施態様において、記憶モジュール804を、様々な記憶媒体を使用して実装する
ことができる。
【０１９４】
　オプションの実施の形において、図9に示された端末デバイスは、
　記憶モジュール804によるアクセスポイント情報の記憶の記憶時間が事前にセットされ
たしきい値を超えるかどうかを判定し、記憶時間が事前にセットされたしきい値を超える
場合に、第1の制御モジュール806を使用可能にするように構成された処理モジュール805
と、
　記憶モジュール805によって記憶されたアクセスポイント情報を削除するように構成さ
れた第1の制御モジュール806と
　をさらに含むことができる。
【０１９５】
　すなわち、処理モジュール805が使用可能にされた後に、第1の制御モジュール806は、
記憶モジュール805によって記憶されたアクセスポイント情報を削除することができる。
しかし、処理モジュール805が、記憶モジュール804によるアクセスポイント情報の記憶の
記憶時間が事前にセットされたしきい値を超えないと判定する時には、処理モジュール80
5は、第1の制御モジュール806を使用可能にする必要がなく、第1の制御モジュール806が
、記憶モジュール805によって記憶されたアクセスポイント情報を削除する必要もない。
【０１９６】
　本発明のこの実施形態において、物理的実施態様において、処理モジュール805と第1の
制御モジュール806との両方を、プロセッサまたはCPUなどのハードウェアによって実装す
ることができる。
【０１９７】
　別のオプションの実施の形において、図9に示された端末デバイスは、
　ユーザによって入力された無線切断指示が受信されたかどうかを検出し、ユーザによっ
て入力された無線切断指示が受信される場合に、第2の制御モジュール808を使用可能にす
るように構成された第3の検出モジュール807と、
　記憶モジュール805によって記憶されたアクセスポイント情報を削除するように構成さ
れた第2の制御モジュール808と
　をさらに含むことができる。
【０１９８】
　すなわち、第3の検出モジュール807が使用可能にされた後に、第2の制御モジュール808
は、記憶モジュール805によって記憶されたアクセスポイント情報を削除することができ
る。しかし、第3の検出モジュール807が、ユーザによって入力された無線切断指示が受信
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されないことを検出する時には、第3の検出モジュール807が、第2の制御モジュール808を
使用可能にする必要はなく、第2の制御モジュール808が、記憶モジュール805によって記
憶されたアクセスポイント情報を削除する必要もない。
【０１９９】
　本発明のこの実施形態において、物理的実施態様において、第3の検出モジュール807を
、検出器またはセンサなどのハードウェアによって実装することができ、物理的実施態様
において、第2の制御モジュール808を、プロセッサまたはCPUなどのハードウェアによっ
て実装することができる。
【０２００】
　処理モジュール805、第1の制御モジュール806、第3の検出モジュール807、および第2の
制御モジュール808の中で、処理モジュール805および第1の制御モジュール806だけが存在
してもよく、あるいは、第3の検出モジュール807および第2の制御モジュール808だけが存
在してもよく、あるいは、処理モジュール805、第1の制御モジュール806、第3の検出モジ
ュール807、および第2の制御モジュール808が共存してもよく、これが、本発明のこの実
施形態において限定されないことに留意されたい。
【０２０１】
　図10を一緒に参照すると、図10は、本発明の実施形態による別の端末デバイスの概略構
造図である。図10内に示された端末デバイスは、図9内に示された端末デバイスを最適化
することによって入手される。図9内に示された端末デバイスと比較して、図10内に示さ
れた端末デバイスにおいて、主制御モジュール802は、
　読取モジュール801によって読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するア
クセスポイントの信号強度値を検出し、信号強度値を選択ユニット8022に出力するように
構成された検出ユニット8021と、
　読取モジュール801によって読み取られたアクセスポイント情報から、アクセスポイン
ト情報のそれぞれが属するアクセスポイントの、検出ユニット8021によって出力された信
号強度値に従って、ターゲットアクセスポイント情報として、信号強度値が最大であるア
クセスポイントのアクセスポイント情報を選択し、ターゲットアクセスポイント情報を無
線周波数モジュール803に出力するように構成された選択ユニット8022と
　を含む。
【０２０２】
　検出ユニット8021および選択ユニット8022を使用することによって、端末デバイスは、
ターゲットアクセスポイント情報として、信号強度値が最大であるアクセスポイントのア
クセスポイント情報をバックグラウンドで自動的に選択することができる。
【０２０３】
　本発明のこの実施形態においては、検出ユニット8021を、検出器などのハードウェアに
よって実装することができ、選択ユニット8022を、プロセッサまたはCPUなどのハードウ
ェアによって実装することができる。
【０２０４】
　図11を一緒に参照すると、図11は、本発明の実施形態による別の端末デバイスの概略構
造図である。図11内に示された端末デバイスは、図9内に示された端末デバイスを最適化
することによって入手される。図9内に示された端末デバイスと比較して、図11内に示さ
れた端末デバイスにおいて、主制御モジュール802は、
　読取モジュール801によって読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するア
クセスポイントの信号強度値を検出し、信号強度値を入出力ユニット8024に出力するよう
に構成された第1の検出ユニット8023と、
　読取モジュール801によって読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれと、アクセ
スポイント情報が属するアクセスポイントの、第1の検出ユニット8023によって検出され
た信号強度値とを出力するように構成された入出力ユニット8024と、
　ターゲットアクセスポイント情報のうちの、入出力ユニット8024によって出力されたア
クセスポイント情報から信号強度値に従ってユーザによって選択された1つを検出し、タ
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ーゲットアクセスポイント情報のうちの1つを無線周波数モジュール803に出力するように
構成された第2の検出ユニット8025と
　を含む。
【０２０５】
　第1の検出ユニット8023、入出力ユニット8024、および第2の検出ユニット8025を使用す
ることによって、ユーザは、ターゲットアクセスポイントアカウントとして所望のアクセ
スポイント情報を選択することができる。
【０２０６】
　本発明のこの実施形態においては、第1の検出ユニット8023を、検出器などのハードウ
ェアによって実装することができ、入出力ユニット8024を、タッチスクリーンなどのハー
ドウェアによって実装することができ、第2の検出ユニット8025をも、検出器などのハー
ドウェアによって実装することができる。
【０２０７】
　本発明のこの実施形態において、前述のアクセスポイント情報は、WIFIアクセスポイン
ト情報とBluetooth(登録商標)アクセスポイント情報とのうちの1つまたは複数とすること
ができる。アクセスポイント情報は、アクセスポイントアカウントだけを含むことができ
、あるいは、アクセスポイントアカウントとそのアクセスポイントアカウントに束縛され
たアクセスパスワードとを含むことができ、これは、本発明のこの実施形態において限定
されない。
【０２０８】
　本発明のこの実施形態において、アクセスポイント情報が、アクセスポイントアカウン
トだけを含む時に、前述の無線周波数モジュール803は、端末デバイスとターゲットアク
セスポイントアカウントが属するアクセスポイントとの間の無線接続を実施するために、
主制御モジュール802によって出力されたターゲットアクセスポイントアカウントに従っ
て、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求を
送信し、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントによって送信
された無線接続成功応答を受信することができる。
【０２０９】
　図12を一緒に参照すると、図12は、本発明の実施形態による別の端末デバイスの概略構
造図である。図12内に示された端末デバイスは、図9内に示された端末デバイスを最適化
することによって入手される。図12内に示された端末デバイスにおいて、アクセスポイン
ト情報が、アクセスポイントアカウントとそのアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードとを含む場合に、無線周波数モジュール803は、
　読取モジュール801から、主制御モジュール802によって出力されたターゲットアクセス
ポイントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアク
セスパスワードを読み取り、アクセスパスワードを通信ユニット8032に出力するように構
成された読取ユニット8031と、
　端末デバイスとターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントとの
間の無線接続を実施するために、主制御モジュール802によって出力されたターゲットア
クセスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するア
クセスポイントに無線接続要求を送信するように構成された通信ユニット8032であって、
無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛された、読取ユニット80
31によって出力されたアクセスパスワードを含み、通信ユニットは、ターゲットアクセス
ポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードが正しいことをターゲットアクセス
ポイントアカウントが属するアクセスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応
答を受信するように構成される、通信ユニット8032と
　を含むことができる。
【０２１０】
　図12内に示された端末デバイスにおいては、読取ユニット8031を、プロセッサまたはCP
Uなどのハードウェアによって実装することができ、通信ユニット8032を、既存の通信ユ
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ニットまたは通信モジュールなどのハードウェアによって実装することができる。
【０２１１】
　図12内に示された端末デバイス内の主制御モジュール802の構造および機能を、図10ま
たは図11内に示された端末デバイス内の主制御モジュール802の構造および機能と同一と
することができ、これを、本発明のこの実施形態において繰り返すことはしないことに留
意されたい。
【０２１２】
　図13を一緒に参照すると、図13は、本発明の実施形態による別の端末デバイスの概略構
造図である。図13内に示された端末デバイスは、図9内に示された端末デバイスを最適化
することによって入手される。図13内に示された端末デバイスにおいて、アクセスポイン
ト情報が、アクセスポイントアカウントとそのアクセスポイントアカウントに束縛された
アクセスパスワードとを含む場合に、無線周波数モジュール803は、
　主制御モジュール802によって出力されたターゲットアクセスポイントアカウントに従
って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに無線接続要求
を送信し、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントによって送
信されたプロンプト情報を受信し、読取ユニット8034を使用可能にするように構成された
通信ユニット8033であって、プロンプト情報は、ターゲットアクセスポイントアカウント
に束縛されたアクセスパスワードの送信を促すのに使用される、通信ユニット8033と、
　読取モジュール801から、主制御モジュール802によって出力されたターゲットアクセス
ポイントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアク
セスパスワードを読み取り、アクセスパスワードを通信ユニット8033に出力するように構
成された読取ユニット8034と
　を含むことができ、通信ユニット8033は、端末デバイスとターゲットアクセスポイント
アカウントが属するアクセスポイントとの間の無線接続を実施するために、ターゲットア
クセスポイントアカウントが属するアクセスポイントに、ターゲットアクセスポイントア
カウントに束縛されたアクセスパスワードを送信し、ターゲットアクセスポイントアカウ
ントに束縛されたアクセスパスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウ
ントが属するアクセスポイントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信するよ
うにさらに構成される。
【０２１３】
　図13内に示された端末デバイスにおいては、読取ユニット8034を、プロセッサまたはCP
Uなどのハードウェアによって実装することができ、通信ユニット8033を、既存の通信ユ
ニットまたは通信モジュールなどのハードウェアによって実装することができる。
【０２１４】
　図13内に示された端末デバイス内の主制御モジュール802の構造および機能を、図10ま
たは図11内に示された端末デバイス内の主制御モジュール802の構造および機能と同一と
することができ、これを、本発明のこの実施形態において繰り返すことはしないことに留
意されたい。
【０２１５】
　図8から図13内で説明される端末デバイスにおいて、端末デバイスは、アクセスポイン
トへの自動アクセスを完了できるだけではなく、手動でアクセスポイント検索を使用可能
にすることおよびユーザによって手動でパスワードを入力することなどの動作を回避する
こともでき、その結果、アクセスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善できる
ようになる。
【０２１６】
　図14を参照すると、図14は、本発明の実施形態による別の端末デバイスの概略構造図で
ある。図14内に示された端末デバイスは、
　プロセッサ1と、インターフェース2を使用することによってプロセッサ1に接続されたN
FCモジュール3および入出力モジュール4と、バス5を使用することによってプロセッサ1に
接続されたメモリ6と、複数のネットワークインターフェース7を使用することによってプ
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ロセッサ1に接続されたカプラ8と、カプラ8に接続されたアンテナモジュール9とを含むこ
とができる。複数のネットワークインターフェース7は、WIFIインターフェース、Bluetoo
th(登録商標)インターフェース、2Gネットワークインターフェース、3Gネットワークイン
ターフェース、および4Gネットワークインターフェースなどのいくつかの異なるインター
フェースを含むことができ、これは、本発明のこの実施形態において限定されない。アッ
プリンクプロセスにおいて、ネットワークインターフェース7の出力は、送信のためにカ
プラ8によってアンテナモジュール9に結合され、アップリンクプロセスおよびダウンリン
クプロセスは、可逆である。メモリ6は、プログラムコードのグループを記憶するように
構成され、プロセッサ1は、
　外部NFCタグ内に記憶されたアクセスポイント情報を読み取るためにNFCモジュール3を
制御する動作と、
　読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの
1つを獲得し、ターゲットアクセスポイント情報に従って、アンテナモジュール9とターゲ
ットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントとの間の無線接続を確立する動作と
　を実行するために、メモリ6内に記憶されたプログラムコードを呼び出すように構成さ
れる。
【０２１７】
　オプションの実施の形において、プロセッサ1が、読み取られたアクセスポイント情報
に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの1つを獲得する形は、
　読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイントの信号を検出
するためにアンテナモジュールを制御することと、
　アクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイントの、アンテナモジュール9
によって検出された信号強度値を計算することと、
　ターゲットアクセスポイント情報として、信号強度値が最大であるアクセスポイントの
アクセスポイント情報を選択することと
　とすることができる。
【０２１８】
　別のオプションの実施の形において、プロセッサ1が、読み取られたアクセスポイント
情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの1つを獲得する形は、
　読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイントの信号を検出
するためにアンテナモジュール9を制御することと、
　アクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセスポイントの、アンテナモジュール9
によって検出された信号強度値を計算することと、
　アクセスポイント情報のそれぞれと、アクセスポイント情報が属するアクセスポイント
の、計算によって入手された信号強度値とを出力するために入出力モジュール4を制御す
ることと、
　アクセスポイント情報のうちの、入出力モジュール4によって出力されたアクセスポイ
ント情報から信号強度値に従ってユーザによって選択されたいずれかを検出し、ターゲッ
トアクセスポイント情報としてアクセスポイント情報のうちのいずれかを使用するために
入出力モジュール4を制御することと
　とすることができる。
【０２１９】
　別のオプションの実施の形において、前述のアクセスポイント情報は、アクセスポイン
トアカウントを含む。対応して、プロセッサ1が、ターゲットアクセスポイント情報に従
ってアンテナモジュール9とターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイント
との間の無線接続を確立する形は、具体的には、
　アンテナモジュール9が、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポ
イントによって送信された無線接続成功応答を受信するようにするために、ターゲットア
クセスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するア
クセスポイントに無線接続要求を送信するためにアンテナモジュール9を制御すること
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　とすることができる。
【０２２０】
　別のオプションの実施の形において、前述のアクセスポイント情報は、アクセスポイン
トアカウントとアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む。
対応して、プロセッサ1が、ターゲットアクセスポイント情報に従って、アンテナモジュ
ール9とターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントとの間の無線接続を
確立する形は、具体的には、
　アンテナモジュール9が、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセ
スパスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポ
イントが検証した後に送信される無線接続成功応答を受信するようにするために、ターゲ
ットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属
するアクセスポイントに無線接続要求を送信するようにアンテナモジュール9を制御する
ことであって、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたア
クセスパスワードを含む、制御すること
　とすることができる。
【０２２１】
　別のオプションの実施の形において、前述のアクセスポイント情報が、アクセスポイン
トアカウントとそのアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含
む時に、プロセッサ1が、ターゲットアクセスポイント情報に従って、アンテナモジュー
ル9とターゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイントとの間の無線接続を確
立する形は、具体的には、
　アンテナモジュール9が、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポ
イントによって送信された、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセ
スパスワードの送信を促すのに使用されるプロンプト情報を受信するようにするために、
また、アンテナモジュール9が、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセ
スポイントに、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワード
を送信し、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードが正
しいことをターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイントが検証した
後に送信される無線接続成功応答を受信するようにするために、ターゲットアクセスポイ
ントアカウントに従って、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイ
ントに無線接続要求を送信するためにアンテナモジュール9を制御すること
　とすることができる。
【０２２２】
　オプションの実施の形において、プロセッサ1は、
　読み取られたアクセスポイント情報を記憶するためにメモリ6を制御する動作
　をさらに実行する。
【０２２３】
　オプションの実施の形において、プロセッサ1は、
　メモリ6によって記憶されたアクセスポイント情報の記憶時間が事前にセットされたし
きい値を超えるかどうかを判定し、記憶時間が事前にセットされたしきい値を超える場合
に、記憶されたアクセスポイント情報を削除するためにメモリ6を制御する動作
　をさらに実行する。
【０２２４】
　オプションの実施の形において、プロセッサ1は、
　入出力モジュール4が、ユーザによって入力された無線切断指示を受信するかどうかを
検出し、入出力モジュール4が、ユーザによって入力された無線切断指示を受信する場合
に、記憶されたアクセスポイント情報を削除するためにメモリ6を制御する動作
　をさらに実行する。
【０２２５】
　本発明のこの実施形態において、前述のアクセスポイント情報は、WIFIアクセスポイン
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ト情報とBluetooth(登録商標)アクセスポイント情報とのうちの1つまたは複数を含む。
【０２２６】
　本発明のこの実施形態において開示される無線アクセス方法を実施するために要求され
る端末デバイス内のコンポーネントだけが、図14内に示された端末デバイス内でマークさ
れていることに留意されたい。端末デバイスが有することのできる物理的なキー、キーボ
ード、電源、およびハウジングなどの他のコンポーネントは、これが本発明の実施形態の
実施に影響しないので、本発明のこの実施形態においてマークされていない。
【０２２７】
　図14内で説明される端末デバイスにおいて、端末デバイスは、アクセスポイントへの自
動アクセスを完了できるだけではなく、手動でアクセスポイント検索を使用可能にするこ
とおよびユーザによって手動でパスワードを入力することなどの動作を回避することもで
き、その結果、アクセスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善できるようにな
る。
【０２２８】
　図15を参照すると、図15は、本発明の実施形態による無線アクセスシステムの概略ネッ
トワーク図である。図15内に示された無線アクセスシステムは、端末デバイス1502、NFC
タグ1501、および端末デバイス1502とは独立のターゲットアクセスポイント情報が属する
アクセスポイント1503を含むことができる。
【０２２９】
　NFCタグ1501は、アクセスポイント情報を記憶するように構成される。
【０２３０】
　端末デバイス1502は、NFCタグ1501内に記憶されたアクセスポイント情報を読み取り、
読み取られたアクセスポイント情報に従ってターゲットアクセスポイント情報のうちの1
つを獲得し、ターゲットアクセスポイント情報に従って、ターゲットアクセスポイント情
報が属するアクセスポイント1503への無線接続を確立するように構成される
【０２３１】
　ある実施の形において、端末デバイス1502が、読み取られたアクセスポイント情報に従
ってターゲットアクセスポイント情報のうちの1つを獲得する形は、
　端末デバイス1502が、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセス
ポイントの信号強度値を検出し、ターゲットアクセスポイントアカウントとして、信号強
度値が最大であるアクセスポイントのアクセスポイント情報を選択するように構成される
　こととすることができる。
【０２３２】
　この形で、端末デバイス1502は、ターゲットアクセスポイント情報として、信号強度値
が最大であるアクセスポイントのアクセスポイント情報をバックグラウンドで自動的に選
択することができる。
【０２３３】
　別の実施の形において、端末デバイス1502が、読み取られたアクセスポイントアカウン
トに従ってターゲットアクセスポイントアカウントのうちの1つを獲得する形は、
　端末デバイス1502が、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれが属するアクセス
ポイントの信号強度値を検出し、読み取られたアクセスポイント情報のそれぞれと、アク
セスポイント情報が属するアクセスポイントの検出された信号強度値とを出力し、アクセ
スポイント情報のうちの、端末デバイス1502によって出力されたアクセスポイント情報か
ら信号強度値に従ってユーザによって選択された1つを検出し、ターゲットアクセスポイ
ント情報としてアクセスポイント情報のうちの1つを使用するように構成される
　こととすることができる。
【０２３４】
　この形で、ユーザは、ターゲットアクセスポイント情報として所望のアクセスポイント
情報を選択することができる。
【０２３５】
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　ある実施の形において、前述のアクセスポイント情報は、アクセスポイントアカウント
を含む。対応して、端末デバイス1502が、ターゲットアクセスポイント情報に従って、タ
ーゲットアクセスポイント情報が属するアクセスポイント1503への無線接続を確立する形
は、
　端末デバイス1502が、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットア
クセスポイントアカウントが属するアクセスポイント1503への無線接続要求を送信するよ
うに構成され、無線接続要求は、ターゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたア
クセスパスワードを含み、端末デバイス1502が、ターゲットアクセスポイントアカウント
に束縛されたアクセスパスワードが正しいことをターゲットアクセスポイントアカウント
が属するアクセスポイント1503が検証した後に送信される無線接続成功応答を受信するよ
うに構成される
　こととすることができる。
【０２３６】
　ある実施の形において、前述のアクセスポイント情報は、アクセスポイントアカウント
とアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む。対応して、端
末デバイス1502が、ターゲットアクセスポイント情報に従って、ターゲットアクセスポイ
ント情報が属するアクセスポイント1503への無線接続を確立する形は、
　端末デバイス1502が、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットア
クセスポイントアカウントが属するアクセスポイント1503に無線接続要求を送信し、ター
ゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイント1503によって送信されたプ
ロンプト情報を受信するように構成され、プロンプト情報は、ターゲットアクセスポイン
トアカウントに束縛されたアクセスパスワードの送信を促すのに使用され、端末デバイス
1502が、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイント1503に、ター
ゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを送信し、ターゲッ
トアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードが正しいことをターゲッ
トアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイント1503が検証した後に送信される
無線接続成功応答を受信するように構成される
　こととすることができる。
【０２３７】
　ある実施の形において、前述のアクセスポイント情報がアクセスポイントアカウントと
アクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードとを含む時に、端末デバイ
ス1502が、ターゲットアクセスポイント情報に従って、ターゲットアクセスポイント情報
が属するアクセスポイント1503への無線接続を確立する形は、
　端末デバイス1502が、ターゲットアクセスポイントアカウントに従って、ターゲットア
クセスポイントアカウントが属するアクセスポイント1503に無線接続要求を送信し、ター
ゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイント1503によって送信されたプ
ロンプト情報を受信するように構成され、プロンプト情報は、ターゲットアクセスポイン
トアカウントに束縛されたアクセスパスワードの送信を促すのに使用され、端末デバイス
1502が、ターゲットアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイント1503に、ター
ゲットアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードを送信し、ターゲッ
トアクセスポイントアカウントに束縛されたアクセスパスワードが正しいことをターゲッ
トアクセスポイントアカウントが属するアクセスポイント1503が検証した後に送信される
無線接続成功応答を受信するように構成される
　こととすることができる。
【０２３８】
　ある実施の形において、端末デバイス1502は、NFCタグ1501内に記憶されたアクセスポ
イント情報を読み取った後に、アクセスポイント情報を記憶するようにさらに構成される
。
【０２３９】
　ある実施の形において、端末デバイス1502は、アクセスポイント情報を記憶した後に、
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アクセスポイント情報の記憶時間が事前にセットされたしきい値を超えるかどうかを判定
し、記憶時間が事前にセットされたしきい値を超える場合に、記憶されたアクセスポイン
ト情報を削除するようにさらに構成される。
【０２４０】
　ある実施の形において、端末デバイス1502は、アクセスポイント情報を記憶した後に、
ユーザによって入力された無線切断指示が受信されたかどうかを検出し、ユーザによって
入力された無線切断指示が受信される場合に、記憶されたアクセスポイント情報を削除す
るようにさらに構成される。
【０２４１】
　本発明のこの実施形態において、前述のアクセスポイント情報は、WIFIアクセスポイン
ト情報とBluetooth(登録商標)アクセスポイント情報とのうちの1つまたは複数を含む。
【０２４２】
　図15内で説明されるシステムにおいて、端末デバイスは、アクセスポイントへの自動ア
クセスを完了できるだけではなく、手動でアクセスポイント検索を使用可能にすることお
よびユーザによって手動でパスワードを入力することなどの動作を回避することもでき、
その結果、アクセスポイントにアクセスする際の効率を効果的に改善できるようになる。
【０２４３】
　本発明の実施形態において開示される前述の無線アクセス方法、端末デバイス、および
システムは、1つのアクセスポイントだけが展開される公共の場または家屋に適用可能で
あるだけではなく、複数のアクセスポイントが展開される公共の場または家屋にも適用可
能であり、これは、本発明のこの実施形態において限定されない。
【０２４４】
　本発明の実施形態において開示される前述の無線アクセス方法、端末デバイス、および
システムによれば、NFCタグは、アクセスポイントアカウントとそのアクセスポイントア
カウントに束縛されたアクセスパスワードとを記憶し、その結果、アクセスポイント情報
は、平文の形では表示できなくなる。アクセスポイントを使用することによってインター
ネットとの相互接続を実施することを必要とするユーザは、本発明の実施形態において開
示される無線アクセス方法を実行するために、NFCタグに接近するために端末を保持する
ことだけを必要とする。NFCタグが、家屋または店舗などの場に固定される時に、家屋ま
たは店舗などの場から相対的に遠くにいるユーザによって実行される、アクセスポイント
情報が平文の形で表示されるので引き起こされる「人の所有物をちゃっかり使う」動作が
、回避され得る。
【０２４５】
　前述の実施形態において、諸実施形態の説明は、それぞれの焦点を有する。ある実施形
態において詳細には説明されない部分に関して、他の実施形態の関連する説明を参照する
ことができる。
【０２４６】
　当業者は、前述の方法実施形態のステップのすべてまたは一部を、端末デバイスに関係
するハードウェアに指示するプログラムによって実施できることを理解することができる
。前述のプログラムを、コンピュータ可読記憶媒体内に記憶することができる。プログラ
ムが動作する時に、前述の方法実施形態のステップが実行される。前述の記憶媒体は、US
Bフラッシュドライブ、読取専用メモリ(Read-Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモ
リ(Random Access Memory、RAM)、磁気ディスク、または光ディスクなど、プログラムコ
ードを記憶することができる任意の媒体を含む。
【０２４７】
　前述は、本発明の実施形態において開示される無線アクセス方法と、関連するデバイス
およびシステムとを詳細に説明するものである。特定の例が、本発明の原理および実施の
形を説明するために本明細書において使用される。前述の実施形態の説明は、単に、本発
明の方法および中核の発想の理解を容易にするためのものである。さらに、特定の実施の
形および応用範囲に関して、本発明の発想に従って当業者によって変更が行われ得る。結
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【符号の説明】
【０２４８】
　　1　プロセッサ
　　2　インターフェース
　　3　NFCモジュール
　　4　入出力モジュール
　　5　バス
　　6　メモリ
　　7　ネットワークインターフェース
　　8　カプラ
　　9　アンテナモジュール
　　801　読取モジュール
　　802　主制御モジュール
　　803　無線周波数モジュール
　　804　記憶モジュール
　　805　処理モジュール
　　806　第1の制御モジュール
　　807　第3の検出モジュール
　　808　第2の制御モジュール
　　1501　NFCタグ
　　1502　端末デバイス
　　1503　アクセスポイント
　　8021　検出ユニット
　　8022　選択ユニット
　　8023　第1の検出ユニット
　　8024　入出力ユニット
　　8025　第2の検出ユニット
　　8031　読取ユニット
　　8032　通信ユニット
　　8033　通信ユニット
　　8034　読取ユニット
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